
 

 

 

 

 

 

 

高等専門学校機関別認証評価 

 

 

 

 

自 己 評 価 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年６月 

 

東京工業高等専門学校 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 

 

目   次 

 

 

Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 

Ⅱ 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 

Ⅲ 基準ごとの自己評価 

  基準１ 高等専門学校の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

  基準２ 教育組織（実施体制） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１ 

  基準３ 教員及び教育支援者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１ 

  基準４ 学生の受入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７ 

  基準５ 教育内容及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７ 

  基準６ 教育の成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９７ 

  基準７ 学生支援等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２９ 

  基準８ 施設・設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２７ 

  基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム ・・・・・・・・・・・・・・・・４６９ 

  基準10  財務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５５ 

  基準11 管理運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８９ 

   



 

 

 



東京工業高等専門学校 

- 1 - 

Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

東京工業高等専門学校 

（２）所在地 

東京都八王子市 

（３）学科等の構成 

学 科：機械工学科，電気工学科，電子工学科，情報工

学科，物質工学科 

専攻科：機械情報システム工学専攻， 

電気電子工学専攻，物質工学専攻 

（４）学生数及び教員数 

（平成１９年５月１日現在） 

学生数：学 科 １０１８人 

    専攻科  ５８人 

専任教員数：８０人 

助手数：４人（専任教員数に含む） 

 

２ 特徴 

東京工業高等専門学校（以下本校という）は、1965 年

4 月に機械工学科、電気工学科、工業化学科の 3 学科で

発足した。その後、1970 年 4 月には電子工学科、1988 年

4 月には情報工学科が設置され、1993 年 4 月には工業化

学科が物質工学科に改組され、現在の 5 学科体制となっ

た。ものづくり技術者の育成を使命とする本校は、設立

当初から、実験実習を重視した教育により、優れたもの

づくり技術者を育成し、卒業生は、製造業を中心とした

産業界をはじめ、社会から高く評価されている。 

大学卒業生が「知恵」のみを持ったいわゆる T 型人間

であるといわれているのに対し、本校卒業生は「知恵と

技」の両方を持ったいわゆる II 型人間である。企業側で

は、5 年間一貫教育を受けて、若くて「知恵と技」の両

方を持った実践型のものづくり技術者となる本校卒業生

に大きな期待を寄せており、近年の不況にもかかわらず

高い求人倍率を維持する要因となっている。 

2003 年 4 月には、生産技術・技術開発の場における技

術の高度化、多様化、複合化に対応できる人材の育成に

対応するため、準学士課程の 5 年間の上に、専攻科が設

置された。以来、より高度な専門の科学技術を身につけ

た優れたものづくり技術者を育成し、専攻科における特

別研究は多くの賞を受賞し、専攻科修了生は、製造業を

中心とした産業界をはじめ社会から高く評価されている。 

 本校は、国際交流にも力を入れている。1983 年には外

国人留学生の受け入れを開始し、1984 年には大韓民国専

門大学研修生の受け入れを開始し、1985 年には外国人受

託研修員の受け入れを開始した。 

さらに、国際交流の一環として学生交流にも力を入れ

ている。本校では、1984 年からオーストラリアの大学

（Monash University College）と学生交流を実施してい

る。この交流は 20 名程度の学生が 1 年おきに互いの学校

を訪問しあい、10 日間から 2 週間の日程でホームステー

を中心に滞在し、授業や各種行事に参加しながら学生相

互の親睦を図るというものである。1999 年には、釜山情

報大学との国際交流協定が締結され、10 名程度の学生が

相互訪問し、ホームステーをしながら数日間にわたって

交流をし、渡韓の際は研究成果を発表している。さらに、

2000 年 か ら は 、 フ ィ ン ラ ン ド の 大 学 (Helsinki 

Polytechnic)と学術交流をしている。この交流では、毎

年数名の学生が来校し、3 ヶ月間にわたり卒業研究と同

様の研究を行っている。 

近年、ゆとり教育の影響から、新入生の学力の低下が

顕著になってきた。同時に、中学校を卒業した時点では、

自分の適性にあった志望学科を決めることが難しい状況

が生まれてきた。このため、本校では、2005 年度からく

くり相当入試を実施し、2 年進級時に学科を選ぶことが

できる制度を発足させた。1 年次は基礎学力の充実を図

るための共通教育と共に、各学科の実施するものづくり

実験を経験させる。このものづくり実験を経験すること

により、学生は、広範な工学分野の基礎実験を経験する

と同時に、自分の適性にあった学科を選択するための情

報を得ることができる。さらに、1 年生の時期は「自

学」「自立」「協同」の態度を養成する為に、授業前の

毎日のショート HR などきめ細かく担任指導を行っている。

ショート HR の時間を利用した朝シャド（英語のシャドウ

イング）も、専攻科修了時の TOEIC550 点を目指した取り

組みのひとつとして実施されている。 

一方、地域社会との連携を図るため、1982 年にはソフ

トエネルギ-教育研究施設（現在は 2004 年に地域連携テ

クノセンターに改名）が設置され、1993 年に技術懇談会

を発足させた。本校は研究活動も活発であり、全教員の

63.8%が博士号を取得している。
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Ⅱ 目的 

１．東京工業高等専門学校の使命(学則に定められた｢目的｣) 

本校の使命は、学則第 1 章第 1 条に「本校は、教育基本法（昭和 22 年法律第 25 号）の精神にのっとり、かつ、学校教育法（昭和

22 年法律第 26 号）に基づき、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。」と定められており、専

攻科の使命は、学則第10章第43条に「専攻科は、高等専門学校における教育の基礎の上に、更に精深な程度において、特別の事項

を教授し、その研究を指導することを目的とする。」と定められている。 

 

２. 教育研究活動を実施する上での基本方針(「本校の教育方針」） 

 本校では、学則に定められた使命に沿って、豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的ものづくり技術者の育成を目指して

いる。技術者、つまり、エンジニアの語源は、古代ラテン語の「ingenium」であって、これは「天才、創造者」を意味した。中世に

「ingeniare」となって、これが英語の「engineer」、ドイツ語の「Ingenieur」、フランス語の「ingenieur」の共通語源となった。

英語の「engineer」は英和辞典によると（事の）巧みな処理者、動詞的用法では、事を巧みに処理するとある。したがって、「エン

ジニア」とは「天才であり、物を創造することのできる人であり、どんな困難なことでも最大の工夫を凝らして巧みに問題を処理で

きる人となる。そして、そのためには常に自分で生涯学習を続ける人である。」といわれている。 

 本校では、このような人物を育成するための「教育方針」として、次のことをあげている。「どのような局面にも対応できる柔軟

な心といかなる困難も乗り切りうる強固な意志とあらゆる試練に耐えうる健全な身体とを持ちしかも人間として好ましい味と深みと

のある人柄であり 必要な学問と技術との基礎を充分身につけていて いつでもどこでも自由に応用できる能力があり 長い一生を

通じて限りなく伸び續けて行くことのできる潜在力のある人物を育成する」これが、本校の教育研究活動を実施する上での基本方針

である。 

 

３．養成しようとする人材像を含めた、達成しようとしている基本的な成果等(「学習･教育目標」） 

３－１ 準学士課程の学習･教育目標 

本校準学士課程における教育では、２に掲げた本校の教育方針に基づいて、ものづくりのできる技術者の育成を目的とし、大枠と

して、次に掲げる特徴を持つ技術者の育成を目標とする。 

（A）自律的な行動規範を身につけた技術者 

（B）異文化理解とコミュニケーション能力（国際性と語学力）をもつ技術者 

（C）基礎学力と専門分野学力（もの作りの知恵，類推力，段取り力）を修得し，グループ活動における協調性とリーダーシップ

を身につけた技術者 

（D）継続的な自己啓発能力（学び続ける力）を持ち，社会の変化に対応できる力を身につけた技術者 

 

３－２ 専攻科課程の学習･教育目標 

 本校の専攻科は、5 年間の準学士課程での教育の基礎の上に立ち、より高度な専門知識および技術を教授し、もって地域社会はも

とより国際社会においても活躍できる実践的かつ創造的な技術者の育成を目指し、次の4項目を達成すべき基本的な成果とする。 

(A) 技術と地球環境保全との関係を理解し、技術者に求められる危機管理・安全確保に関する倫理観と的確な行動規範を身につけ

た技術者 

(B) 日本語及び英語によるコミュニケーション力を身につけ、国際的に活躍しうる能力を持った技術者 

(C) 基礎学力の上に、実践力、創造力、研究開発能力を身につけた技術者 

(D) 生涯にわたる自己啓発能力や健康管理能力及び社会の変化に的確に対応できる柔軟性を身につけた技術者 

尚、各専攻ではこれらの学習・教育目標を達成するための、より具体的な目標をかかげている。 
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４．学科、専攻の教育目標 

４－１ 準学士課程共通教育（一般科目）の教育目標 

（A）技術者と人や社会との関わり、自国および世界各国の歴史・文化を理解し、地域社会から人類の福祉まで幅広く考える能力

を育成する。 

（B）日本語による論理的な記述力、討議・発表力などのコミュニケーション能力、ならびに英語によるコミュニケーション基礎

力を育成する。 

（C)コンピュータ利用技術、応用数学、応用物理、専門領域に関する基礎知識を身につけ、それらを応用する能力を育成する。 

（D）自主的・継続的に学習し、将来にわたって自己のレベルを絶えず向上させることのできる能力を育成する。 

（E）健康管理ができる能力を育成する。 

（F）与えられた課題に対し、与えられた制約のもとに、計画的に実験、研究などの作業を進め、期限までにまとめる能力を育成

する。 

４－２ 機械工学科の教育目標 

(A) 機械工学に関わる基礎学力を備え、現実の問題に応用することができる能力を育成する。  

(B) 機械システムの発案から設計および製作までを行うことができる能力を育成する。 

(C) 機械工学と電子・情報工学の両者に関わる基礎学力にもとづいて、メカトロニクスを体現した機械システムを設計・製作でき

る能力を育成する。 

４－３ 電気工学科の教育目標 

(A)電磁気学、電気回路、ディジタル回路、情報・通信、電子物性・デバイス、エネルギー・制御とそれらの応用分野に関する専

門知識を習得し、それらを問題解決に応用できる能力を育成する。 

(B)電気工学とそれを利用したシステムに関する専門知識を習得し、システムの経済性、信頼性、社会および環境への影響を配慮

しながらシステムの課題に取り組む能力を育成する。 

(C)「ものづくり」の視点から、効果的に、電気工学に必要な実験技術を習得させる。 

４－４ 電子工学科の教育目標 

(A)「読み・書き・計算」の基本的スキルの育成を重視し、講義や演習、実験・実習での反復練習を通して基礎学力を養い、自然

科学や電子工学の基礎を修得できる。 

(B)「ものづくり」という視点をとり入れ、自ら設計・製作に必要な電子工学の基礎知識を調査し、根気強く学習に取組む姿勢を

身につけ、基本的な実験技術を修得できる。 

(C)「材料・デバイス」、「回路・通信」、「情報・制御」の基礎知識を習得できる。 

４－５ 情報工学科の教育目標 

(A)コンピュータ・ネットワーク利用に関する幅広い知識を身に付け、様々な機器・ソフトに柔軟に対応できる技術者を育成する。 

(B)情報通信技術の細部にわたる基本動作原理の習得により、最先端技術の本質的原理をより深い専門的立場で理解できる能力を

身に付けた技術者を育成する。 

(C)基礎数学を基盤とした制御理論の役割を理解し、それらを様々な開発機器に応用できる技術者を育成する。 

(D)情報工学における知識情報分野の重要性と社会に与える影響力を理解し、それらの基礎技術を様々な開発分野に応用できる技

術者を育成する。 

４－６ 物質工学科の教育目標 

(A）化学及び化学技術に関する基礎学力及び応用能力を身につける。 

(B）洞察力と研究心に裏打ちされた優れた実験技術を身につける。 

(C）化学技術や化学物質が地球環境や社会に及ぼす影響を理解し、技術者としての責任を自覚できる。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，

及び，養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等

が，明確に定められているか。 

 

（観点に係る状況） 

開校(1965年)以来、本校の使命は学則に定められ、学生便覧にも記載されている（資料１－１－①

－１）。ものづくり技術者の育成を使命とする本校は、設立当初から、実験実習を重視した教育によ

り、優れたものづくり技術者を育成し、卒業生は、製造業を中心とした産業界をはじめ、社会から高

く評価されている。 

専攻科設立時(2003年)に専攻科の使命も学則に定められ、学生便覧にも記載されている（資料１－

１－①－１）。この使命に基づき、5年間の準学士課程における教育の基礎の上に、より高度な専門

の科学技術を身につけた優れたものづくり技術者を育成し、修了生は、製造業を中心とした産業界を

はじめ、社会から高く評価されている。 

教育研究活動を実施する上での基本方針については、｢本校の教育方針｣として、初代校長直筆の書

を学生便覧に掲載している（資料１－１－①－２）。｢本校の教育方針｣の内容に対する解説は、本校

の自己点検･評価報告書である「明日を拓く指標」(現地閲覧資料６)のp2に記載されているが、一言

で言うと、「豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的ものづくり技術者の育成」である。

｢本校の教育方針｣の内容を若い学生にわかりやすく書いたものが、学生便覧に記載されている｢本校

の目的｣と｢養成する人材｣である。 

養成しようとする人材像を含めた、達成しようとしている基本的な成果等については、学生が理解

しうるような明確なものとする目的で、｢創成型工学教育プログラムの学習･教育目標｣（資料１－１

－①－３）として成文化され(2004年)学生に周知されている。これは専攻科の学習･教育目標である。

準学士課程の学習･教育目標は、2006年成文化され、2007年度以降のシラバスに掲載されている（資

料１－１－①－４）。準学士課程の学習・教育目標と専攻科課程の学習･教育目標を比較すると、共

に本校の基本方針に沿ったものであるが、専攻科課程の学習･教育目標は、準学士課程の学習･教育目

標で達成した成果を踏まえ、更に精深なものとすると同時に、境界領域への関心をはぐくむものとな

っている（資料１－１－①－５）。これらの学習･教育目標は伝統と建学の精神を考慮しさらに発展

させたものである。 

 以上のような全学的な目的を達成するために、1 年生(混合学級)の教育目標、各学科の教育目標、

各専攻の教育目標が定められ、教育便覧および専攻科履修要覧に記載されている（資料１－１－①－

６）。また、一般科目、および専攻科の専門共通科目が担う学習･教育目標は、準学士課程の学習・

教育目標の（A）、(B)、C-1、C-2、C-4、C-5、D-1、D-2、D-3 と準学士課程の学習・教育目標の

（A）、(B)、C-1、C-2、C-4、C-5、D-1、D-2、D-3、D-4 であり、各学科･各専攻の教育目標は、これ

ら共通の教育目標は当然のこととして記載していないことがある。なお、各学科と一般科目の教育理

念についての詳細な解説は、「明日を拓く指標第 2 号」(現地閲覧資料７)の p10～p35 に記載されて

いる。 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の使命は、開校以来、学則に明確に定められている。専攻科の使命も、専攻科設置以来、学則に

明確に定められている。また、本校の教育研究活動を実施する上での基本方針は、初代校長により

｢本校の教育方針｣として定められ、学生便覧に記載されている。さらに、養成しようとする人材像を

含めた，達成しようとしている基本的な成果等は「学習･教育目標」として明確に定められ、シラバ

スに記載されている。準学士課程の学習･教育目標と専攻科課程の学習･教育目標は共に本校の基本方

針に沿ったものであるが、専攻科課程の学習･教育目標は、準学士課程の学習･教育目標で達成した成

果を踏まえ、更に精深なものとすると同時に、境界領域への関心をはぐくむものとなっている。 

以上により、目的として、高等専門学校の使命、教育研究活動を実施する上での基本方針、及び、

養成しようとする人材像を含めた、達成しようとしている基本的な成果等が、明確に定められている。 
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観点１－１－②： 目的が，学校教育法第７０条の２に規定された，高等専門学校一般に求められ

る目的から，はずれるものでないか。 

 

（観点に係る状況） 

本校の使命は、学校教育法第７０条の２「高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要

な能力を育成することを目的とする。」を意識して定められている。次に、本校の基本方針(「本校

の教育方針」)と学校教育法第７０条の２との対応を資料１－１－②－１に示す。基本方針は、学校

教育法第７０条の２に規定された「深く専門の学芸を教授し」に対応する部分と「職業に必要な能力

を育成する」に対応する部分から構成されている。更に、学習・教育目標と学校教育法との対応表を

資料１－１－②－２に示す。学習・教育目標も学校教育法第７０条の２の趣旨に沿ったものであるこ

とがわかる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の使命は、学校教育法第７０条の２に規定された高等専門学校の目的を意識して定められてお

り、本校の基本方針(「本校の教育方針」)も学校教育法第７０条の２に規定された高等専門学校の目

的に沿ったものである。更に、学習・教育目標も学校教育法第７０条の２に規定された高等専門学校

の目的を実現する内容である。 

以上により、本校の目的は、学校教育法第７０条の２に規定された、高等専門学校一般に求められ

る目的から、はずれるものでない。 
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観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校の使命と基本方針(｢本校の教育方針｣)は学生便覧に記載され(資料１－１－①－１、資料１－

１－①－２)、学生便覧は、非常勤講師を含む全教職員に配布されている。養成しようとする人材像

を含めた、達成しようとしている基本的な成果等(学習・教育目標)は、シラバスに記載され（資料１

－１－①－３、資料１－１－①－６）、全教員と技術室に配布されている。教育研究会においても周

知が図られ（資料１－２－①－１）、さらに、全教職員に学習･教育目標の「しおり」（資料１－２

－①－３）が配布されている。このように、非常勤講師を含む全教職員に対して、目標を周知する取

り組みが行われている。 

学生に対しても、学生便覧、シラバス、学習･教育目標の「しおり」を配布すると共に、学習･教育

目標を説明する機会を設け（資料１－２－①－２）、教育方針と学習･教育目標の周知を図っている。

このように、学生に対しても、目標を周知する取り組みが行われている。 

教職員、および、学生に対して実施した、目標の周知の程度を調べるためのアンケート結果を資料

１－２－①－４、資料１－２－①－５、資料１－２－①－６、資料１－２－①－７に示す。この結果

から判断して、目的が本校の教職員に周知されている。また、学生に対しては、周知度が十分とはい

えないが、おおむね周知されているといえる。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

全教職員、学生に対し印刷物(学生便覧、シラバス、学習･教育目標など)を配布するなどして目的

の周知を図っており、アンケート結果からも、周知を図る取り組みが成果を挙げていることがわかる。 

 以上により、目的が、学校の構成員（教職員及び学生）に周知されている。 
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観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校の教育方針、学習・教育目標、各学科の教育方針は、ウェブサイトに掲載することにより、社

会に広く公開されている（資料１－２－②－１）。また、学校概要（現地閲覧資料３）には本校の教

育方針（資料１－２－②－２）と各学科の教育方針が掲載され、学校案内(集え好奇心、東京工業高

等専門学校専攻科、現地閲覧資料５)には各学科と各専攻の教育方針が掲載されている。また、専攻

科募集要項（現地閲覧資料４）には学習･教育目標が掲載されている。 

以上のほか、中学校訪問、入試説明会、体験入学などの機会を捉え、本校の目的を噛み砕いて説明

している。また、技術懇談会に参加される企業関係者に対して、本校の目的の概要を説明したり、求

人のため面談に来る企業関係者に対しても本校の宣伝をかねて本校の目的が記載された上記資料を配

る場合もある（資料１－２－②－７）。 

学校概要などの配布先と配布部数の一覧は資料１－２－②－３のとおりである。また、学校説明会

の開催状況・参加者数および配布資料は資料１－２－②－４のとおりである。中学校訪問記録(資料

１－２－②－５)、求人面談企業と技術懇談会参加企業一覧(資料１－２－②－６)などからわかるよ

うに、社会に対して積極的に目的を公表している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

目的をウェブサイトに掲載して、広く社会に公表すると共に、中学生、保護者、就職先を含む企業

関係者などに対して積極的に目的の公表を図っている。 

 以上により、目的が，社会に広く公表されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点）  

・ 開校以来の教育方針により培われた豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的ものづくり

技術者の育成という伝統に、社会の要請を取り入れて、具体的な学習・教育目標を策定している。 

・ 教職員および学生への目的周知度が高く、様々な機会を利用して本校の目的を学外にも広く周知

している。 

 

（改善を要する点） 

 本校の目的および教育目標の学生への周知について、更に周知の度合いを高めるための工夫が必要

である。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

本校の使命は、専攻科の使命と共に、学則に定められ、学生便覧にも記載されている。ものづくり

技術者の育成を使命とする本校は、設立当初から、実験実習を重視した教育により、優れたものづく

り技術者を育成し、卒業生は、製造業を中心とした産業界をはじめ、社会から高く評価されている。

教育研究活動を実施する上での基本方針については、｢本校の教育方針｣として、初代校長直筆の書を

学生便覧に掲載している。要点は、豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的ものづくり技術

者の育成ということであり、｢人間性｣、｢教養｣、｢基礎と応用力｣、｢成長力｣の重要性を唱っている。

実践的ものづくり技術者の育成という伝統に、社会の変革による新たな要請を取り入れ、具体的で検

証可能な学習･教育目標を定めている。このように、本校の目的は明確に定められている。 

また、本校の使命、教育方針、学習･教育目標は学校教育法第７０条の２に規定された高等専門学

校の目的を意識して定められており、本校の目的は、学校教育法第７０条の２に規定された、高等専

門学校一般に求められる目的から、はずれるものでない。 

目的の周知に関しては、冊子の配布、しおりの配布などの方法が工夫されている。アンケートによ

る結果から、おおむね構成員（教職員および学生）に周知されている。 

 また、ウェブサイトによる公表のほか、中学校訪問、入試説明会、体験入学、技術懇談会等の機会

を捉え、目的を社会に公表する取り組みがなされている。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校には、学校教育法第70条の3に適合するように、機械工学科、電気工学科、電子工学科、情報

工学科、物質工学科の5学科が設置されている（資料２－１－①－１）。各科の特徴は次のとおりで

ある。 

機械工学科は、ものづくり工学系科目群、機械の力学系科目群、およびメカトロニクス制御系科目

群の3本柱でカリキュラムが構成され、これらの基本的知識を核として、実践的で、かつ創造性を備

え、直面する技術的な問題を自ら解決できる機械技術者を養成することを目的としている。 

電気工学科は、電気に関する総合学科として、情報・通信、電子物性・デバイス、 エネルギー・

制御の３分野にわたる教育課程を編成し、これらの基礎力と応用力を備えた創造性豊かな技術者の育

成を目標としている。 

電子工学科では電子デバイス、電子回路、コンピュータ応用の分野を軸として教育課程を編成して

いる。基礎学力、ものづくり実体験を重視した教育を通じて幅広い視野、豊かな人間性を備え、かつ

創造力にあふれた技術者を育成することを目標としている。 

情報工学科は、情報基盤、知識情報、情報通信、制御情報の４つの柱を軸として教育課程を編成し、

基礎学力を基盤とした情報工学の学問を通して、人間力、学びとる力、創造力を備えた技術者を育成

することを目標としている。 

物質工学科は、材料、バイオ、環境を三本柱とし、化学のみならず他の学問分野を取り入れた学際

的な学問体系になっている。３年生までは化学を主体に、生物学、物理学、コンピュータ等の基礎を

学び、また、実験・実習を行う。４年生後期からは卒業研究に打ち込む。 

 

学則には各学科の定員が適切に定められ（資料２－１－①－１）、規模内容は学科として適当であ

り、高等専門学校設置基準（第４条）（第５条）に適合している。また、各学科の名称は，本校の教

育研究上の目的にふさわしいものであり、高等専門学校設置基準（第27条の３）に適合している。 

次に、準学士過程の学習・教育目標と各学科の教育目標を資料２－１－①－２に示す。この教育目

標は、前掲の資料１－１－①－４に示した準学士課程の教育目標のうち、（Ｃ）の専門分野に関する

目標を中心に学科ごとに具体化して記述したものであり、準学士課程の学習・教育目標の（Ａ）

（Ｂ）（Ｄ）は全学科共通の目標である。このため、本校の学習・教育目標と各学科の教育目標は整

合性が取れている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の各学科は、専攻分野を教育するために組織され、その規模内容は学科として適当と認められ、

名称は教育研究上の目的にふさわしい。また、学生定員は，学科ごとに学則で定められ、その定員は

適正に管理されている。さらに、本校の学習・教育目標と各学科の教育目標は整合性が取れている。 

以上により、本校の学科の構成は、教育の目的を達成する上で適切なものとなっている。 
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観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより，これと同等

以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し，その研究を

指導することを目的として設置されており、その修業年限は、２年である。学校教育法（第70条の

６）に適合している。専攻科には、機械情報システム工学専攻、電気電子工学専攻、物質工学専攻の

３専攻が設置されている（資料２－１－②－１）。各専攻の概要は次のとおりである。 

機械情報システム工学専攻は、機械工学と情報工学の融合専攻であり、例えばコンピュータ制御や

メカトロニクスの分野のような融合分野において、広い基礎学力と深い専門に関する学力を修得する

こと目的とする専攻である。 

電気電子工学専攻は、複雑化、多様化、融合化する電気電子技術を修得するために、電磁気学、電

気回路の専門基礎科目から、材料・デバイス、回路、信号処理、システムまでトータルな電気電子科

目を修得することを目的とする専攻である。 

物質工学専攻、原子・分子の領域から実装置に至るまでの幅広い知識と技術が修得できるように、

化学における５つの柱、すなわち、物理化学、有機化学、無機化学、化学工学および分析化学の幅広

い分野の科目を修得することを目的とする専攻である。 

 

以上のように、各専攻の構成とその内容や目的は学校教育法の規定に適合している。 

また、各専攻の学習教育目標は資料２－１－②－２のように定められている。これは、専攻科の学

習・教育目標（前掲の資料１－１－①－３）のうち専門に関する（Ｃ）の部分について各専攻ごとに

目標を具体化したものであり、それ以外の（Ａ）（Ｂ）（Ｄ）は全専攻で共通の目標である。このた

め、本校の学習・教育目標と各専攻の教育目標は整合性が取れている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の専攻科の構成とその内容や目的は、学校教育法の規定に適合している。また、学習・教育目

標と各専攻の教育目標は整合性が取れている。 

以上により、本校の専攻科の構成は、教育の目的を達成する上で適切なものとなっている。 
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観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では、教育の目的を達成することを主たる目的とした全学的なセンターとして、情報・メディ

ア教育センターと実習工場が設置されている。その概要を次に示す。 

情報・メディア教育センターは、コンピュータ演習室（２室）、LL教室、AV教室（４室）からなり、

授業にコンピュータ演習やAV機器を用いた授業、英語の授業などで活用されている。また、コンピュ

ータ演習室は空き時間や放課後なども学生に開放し、課題等のために利用することも可能である。ま

た、AV教室は授業のほか、卒業研究等の発表や地域連携・公開講座等の各種事業でも活用される。 

実習工場は、授業実習をはじめ、機械工作技術の指導や実験装置の試作などを目的としており、関

係する授業をはじめ、卒業研究のための実験装置製作や、ロボコンなどの課外活動等に活用されてい

る。 

 

情報・メディア教育センターの組織と教育上の役割は、資料２－１－③－１に示されたとおりであ

る。また、授業でどのように利用されているかを示す資料２－１－③－２より、全学的に利用されて

いることがわかる。情報・メディア教育センターは、準学士過程の学習・教育目標のC-3を達成する

ための授業で多く使われており、本校の教育目的と整合性が取れている。 

実習工場の組織と教育上の役割は、資料２－１－③－３に示されたとおりである。また、授業でど

のように利用されているかを示す資料２－１－③－２より、全学的に利用されていることがわかる。

実習工場は、準学士課程の学習・教育目標の大項目(C)を達成するための授業で多く使われており、

また、本校の教育方針に含まれる「実践的ものづくり技術者の育成」に大きく係わっており、本校の

教育目的と整合性が取れている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、教育の目的を達成することを主たる目的とした全学的なセンターとして、情報・メディ

ア教育センターと実習工場が設置されている。活動状況を見ると、全学で共通的に利用されており、

構成や役割も本校の教育の目的と整合性が取れている 

以上により、全学的なセンター（情報・メディア教育センターと実習工場）が設置されており、そ

れらは教育の目的を達成する上で適切なものとなっている。 
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観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開

するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議するな

どの必要な活動を行っているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では、教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制として、運営会議が設置されている。

また、教育課程を有効に展開するための検討・運営体制として、教務委員会が設置されている。委員

会間の連携については、組織図（資料２－２－①－１）に記されたとおりである。 

運営会議の構成、役割、意思決定プロセスなどは規則により整備されている（資料２－２－①－

２）。また、教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制として実際に活動している状況を示

す資料として、運営会議開催状況（資料２－２－①－２）および議事録の抜粋を示す（資料２－２－

①－３）。 

教務委員会の構成、役割、意思決定プロセスなどは規則により整備されており、おおむね月に一回

の割合で開催されている（資料２－２－①－４）。また、教育課程を有効に展開するための検討・運

営体制として実際に活動している状況を示す資料として、教務委員会議事録の抜粋を示す（資料２－

２－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開するための検討・運

営体制として、運営会議と教務委員会が設置されている。これら委員会等の構成、役割、意思決定プ

ロセスなどは規則により整備されている。また、教育活動等に係る重要事項を審議するなどの必要な

活動を行っている。 

以上により、教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開するた

めの検討・運営体制が整備され、教育活動等に係る重要事項を審議するなどの必要な活動を行ってい

る。 
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観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

一般科目を担当する教員と専門科目を担当する教員の連携は、一般科目の教科担当教員グループと

専門学科教員の話し合いを通して連携が図られてきた（資料２－２－②－１、資料２－２－②－２、

資料２－２－②－３、資料２－２－②－４、資料２－２－②－５）。現在では、一般科目教員を各専

門学科に分属させることにより（現地閲覧資料を参照）、一般科目を担当する教員と専門科目を担当

する教員の連携が日常的に行われている。 

授業の内容や進度についての連携が機能的に行われている状況を分析するために、一般科目担当教

員グループと専門学科教員の話し合いの結果がシラバスに反映されている例を資料としてあげる（資

料２－２－②－７）。この例では、「電磁気学をもっと早い時期に教えてほしい。」という専門学科

からの要請を受けて、電磁気学の講義を、2年生の後半から2年生の最初に移動している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

必要に応じて開催される一般科目の教科担当教員グループと専門学科教員の話し合い、及び、一般

科目教員の専門学科への分属によって、一般科目及び専門科目の連携が図られる体制が整備されてい

る。また、相互に関連を持つ一般科目及び専門科目の授業の内容や進度について、教育課程全体から

見た調整等が、担当する教員間の連携等により、必要に応じて行われている。 

以上により、一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が、機能的に行われている。 
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観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

人間の素養の涵養に関する教育として、担任・学級指導教員や課外活動の指導教員が行う教育活動

が挙げられる。これらの活動を円滑に実施するための物的ならびに人的支援体制が機能しているかど

うかについて最初に分析する。担任・学級指導教員を人的に支援するシステムとしては、副担任制(2

年生以上)と二人担任制(1年生)が挙げられる（資料２－２－③－１）。専門学科によるこの支援は、

工場見学の企画（資料２－２－③－２）、クラス運営における問題の解決のための支援、個別の学生

の指導に関する支援などである。そのほか、学生相談室による支援もあり、実際に機能している（資

料２－２－③－３）。課外活動の指導教員(クラブ顧問)に対する人的支援としては、学外コーチの制

度が上げられる（資料２－２－③－４）。財政的な支援としては、担任・学級指導教員に対してはク

ラス運営費（現地閲覧資料を参照）、クラブ顧問に対しては旅費などを支給する制度（資料２－２－

③－６）があり、実際に機能している。 

次に、担任・学級指導教員の活動そのものが教育活動を円滑に実施するための支援体制として機能

しているかどうかについて分析する。担任・学級指導教員は、成績が良くない学生との個別面談や保

護者との面談を行い、奮起を促している（資料２－２－③－７）。これらの活動は、教育活動を円滑

に実施するために機能している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では、副担任制度と二人担任制度があり機能している。また、学生相談室による支援の制度も

あり機能している。財政的な支援としては、クラブ顧問に対する旅費の支給などの制度があり機能し

ている。 

以上により、教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能している。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・ 本校では、教員、事務職員、技術職員、後援会が一体となって担任・学級指導教員やクラブ顧問

を支援することにより、教育活動が円滑に実施されている。 

 

（改善を要する点）  

特になし 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

 本校の各学科は、専攻分野を教育するために組織され、内容は教育研究上の目的にふさわしい適切

なものとなっている。また、学生定員は，学科ごとに学則で定められ、その定員は適正に管理されて

いる。また、本校の専攻科の構成とその内容や目的は、学習・教育目標を達成するために適切なもの

となっている。この結果、本校の卒業生、修了生は、企業から非常に高い評価を得ている。 

本校では、教育の目的を達成することを主たる目的とした全学的なセンターとして、情報・メディ

ア教育センターと実習工場が設置されている。全学で共通的に利用されており、本校の教育の目的を

達成するために機能している。 

教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開するための検討・運

営体制として、運営会議と教務委員会が設置されている。これらの委員会等は教育活動等に係る重要

事項を審議するなどして、目的に沿った教育課程を企画し、目的に沿って教育活動を有効に展開する

ための活動を行っている。 

一般科目の教科担当教員と専門学科教員の話し合いが日常的になされており、一般科目及び専門科

目の連携が図られ、相互に関連を持つ一般科目及び専門科目の授業の内容や進度について、教育課程

全体から見た調整等が、必要に応じて行われている。 

 本校では、副担任制度(2年生以上)と二人担任制度(1年生)があり、教育活動を円滑にするために機

能している。また、学生相談室による担任・学級指導教員の支援体制もよく機能している。後援会費

による、担任・学級指導教員やクラブ顧問に対する財政的な支援も機能している。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

 

（観点に係る状況） 

本校において一般科目を担当する専任教員は、２９名である。この人数は、高等専門学校設置基準

（第６条）に定められた人数（本校に適用すると２２人である）の基準を満たしており、高等専門学

校設置基準に適合している。 

それぞれの分野ごとに実際に授業科目を担当している教員数は資料３－１－①－１の通りである。

ものづくり技術者の育成という本校の教育方針を達成するため、工学の基礎である数学、化学、物理

は、準学士課程の学習・教育目標のC-1,C-4,C-5を担っている。このため、数学、化学、物理には、

１５名の専任教員と３名の非常勤教員が配置されている。また、１５名の専任教員のうち、１１名が

博士号を取得している。 

主として準学士課程の学習・教育目標(B)(コミュニケーション能力)を担う国語と英語には、８名

の専任教員と８名の非常勤教員が配置されている。特に、準学士課程の学習・教育目標B-3,B-4を達

成するために、工学の専門性を持つ英語専任教員を１名とネイティブスピーカーの外国人英語非常勤

教員を配置している。 

主として、準学士課程の学習・教育目標(A)とD-3を担う社会科の科目には、３名の専任教員と５名

の非常勤教員が配置されている。また、主として、準学士課程の学習・教育目標D-1,D-2を担う体育

の科目には、３名の専任教員と２名の非常勤教員が配置されている。 

いずれも担当科目を講義するのに適した専門性を持っており、また、専任教員２９名のうち、博士

号を持つ教員は１３名に上っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

一般科目を担当している専任教員の数は、設置基準を満たしており、工学の基礎である数学、化学、

物理には、１５名の専任教員が配置され、国際コミュニケーション能力を担う英語には、工学の専門

性を持つ専任教員を１名とネイティブスピーカーの外国人非常勤教員１名を配置している。また、一

般科目を担当しているすべての専任教員と非常勤教員は、担当科目を講義するのに適した専門性を持

っている。また、一般科目を担当する教員２９名のうち１３名が博士号取得者である。 

以上により、教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている。 
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観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 高等専門学校設置基準(第6条)との適合性を分析するため、本観点では専任教員数に助手を含ま

ないこととする。高等専門学校設置基準(第6条)によれば、本校の場合、３６名の専門科目を担当

する専任教員を置かねばならない。本校において、専門科目を担当する専任教員数は５２名（うち

助教・助手が６名）と基準を大幅に上回っており、高等専門学校設置基準(第6条)に適合している。

尚、一般科目および専門科目の両方を担当する教員がいるため、一般科目を担当する専任教員数と

専門科目を担当する専任教員数の合計は、必ずしも本校の専任教員数とは一致しない。 

各専門学科の科目を担当する教員配置は資料３－１－②－１に示した通りである。専門科目は、

主として、準学士課程の学習・教育目標 (C)「 基礎学力の上に、実践力、創造力、研究開発能力

を身につけた技術者」を担っている。この目標を達成するため、各学科では、各科目を講義する

ために適した専門性を持つ専任教員、及び、非常勤教員を適切に配置していると言える。博士号

取得者は専任教員４２名、非常勤教員１７名であり、企業経験者は専任教員２０名である。この

教員配置は、本校の教育方針「ものづくり技術者の育成」を達成するために適切な配置である。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 専門科目を担当している専任教員数は、設置基準を上回る数であり、専門科目を講義するのに適

した専門性を持っている。また、多くの博士号取得者と多数の企業経験者を擁している。 

 以上により、教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置されて

いる。 
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観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

 

（観点に係る状況） 

資料３－１－③－１に示すように、専攻科においては、融合複合という専攻科共通の目標、学習・

教育目標のC-14を達成するために、専門共通科目に１３名の専任教員が配置されている。また、学習

・教育目標（A）（D）を達成するために、８名の専任教員が配置されている。さらに、学習・教育目

標（C）を達成するために、専門科目に３５名の専任教員が配置されている。 

専攻科を担当する専任教員は、学位授与機構による審査をうけ、担当科目を講義する適性があるこ

とを認定された教員である。専攻科を担当する全教員５６名のうち、４７名が博士号を取得している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

専攻科の科目はすべて専任教員が担当し、担当教員は学位授与機構により担当科目に対する適性が

あることを認定された教員であり、そのほとんどは博士の学位を有している。また、融合複合という

専攻科共通の目標を達成するために、専門共通科目に多くの専任教員が配置されている。 

以上により、教育の目的を達成するために必要な専攻科の授業科目担当教員が適切に配置されてい

る。 
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観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例

えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考えられ

る。）が講じられているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では、公募に当たっては、均衡ある年齢構成を実現するために年齢制限を設けたり（資料３－

１－④－１）、教育能力を要求したり（資料３－１－④－２）、実務経験を求めたりしている（資料

３－１－④－３）。これらは、ものづくり技術者を育てるという目的に沿ったものである。これらの

処置の結果、教育経験を持つ教員、実務経験を持つ教員の人数は資料３－１－④－４の表に示したよ

うになっている。また、年齢構成は資料３－１－④－５の一覧表に示したように均衡の取れたものと

なっており、高等専門学校設置基準（第６条第５項）に適合している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、公募に当たって年齢制限を設けており、その結果、年齢構成は一覧表に示したように均

衡の取れたものとなっている。また、教育経験を持つ教員数や実務経験を持つ教員数も適切な割合で

ある。 

以上によって、教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講じられている。 
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観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用

がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

教員の採用については、資料３－２－①－１のように定められている。この規定は、教育上の能力

なども含んでおり、すべての点で高等専門学校設置基準(第１１条)(第１２条)(第１３条)(第１４条)

に適合している。非常勤教員の採用については、資料３－２－①－２のように定められており、教育

上の能力を含んだ内容である。これらの規定が適切に運用されていることは、各科目に配置された教

員が適切な能力を持っていることから判断される（資料３－１－①－１から資料３－１－③－１の教

員配置状況一覧、及び、現地閲覧資料13の教員一覧表）。 

教員選考は公募を原則としているため、内部の教員が上位の職位に昇格する場合であっても、教員

の採用規定（資料３－２－①－１）に従って行われる。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

常勤教員の採用に関する規定は高等専門学校設置基準に適合している。非常勤教員を含め、教員の

採用においては、教育上の能力を適切に考慮・評価している。 

以上により、教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用がなさ

れている。 
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観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，

実際に評価が行われているか。また，その結果把握された事項に対して適切な取

組がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

教員の教育活動に関する定期的な評価としては、教員顕彰の制度があり、資料３－２－②－１のよ

うに規定されている。教員顕彰においては、自己評価（資料３－２－②－２）の結果や学生アンケー

ト（資料３－２－②－３）の結果が反映され、教育上の指導能力や指導実績が評価されていることに

なる。これらが評価に反映されていることを示す資料は、現地閲覧資料とする（現地閲覧資料204、

現地閲覧資料205）。 

また、把握された教育上の指導能力や指導実績は給与等の査定に反映されている（現地閲覧資料

203）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

自己評価や、学生アンケートにより教員の教育能力や教育実績などについて定期的な評価がなされ

ており、その結果は、教員顕彰に反映されている。 

以上により、教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され、実際

に評価が行われている。また、その結果把握された事項に対して適切な取組がなされている。 
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観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の

教育支援者が適切に配置されているか。 

 

（観点に係る状況） 

教育に関係している事務組織は、資料３－３－①－１の中の学生課であり（平成１９年４月より総

務課・学生課の２課体制となった）、教育に関係する事務分掌は、資料３－３－①－２に示すように

なっている。学生課の中で本観点に関係する係としては、基礎学力の養成や卒業研究などに必要な資

料を提供する図書情報係や、担任および学級指導教員やクラブ顧問の支援・学生生活の支援を行う学

生支援係および学生生活係、成績評価の支援などを行う教務係などがあり、教育課程を有効に展開・

支援するうえで適切な配置である。 

技術職員の組織は、資料３－３－①－３に示したように適切なものである。また、その活動内容は、

実験実習における支援などで非常に有効に機能しており、「ものづくり技術者を育成する」という本

校の教育目標に照らして適切な配置である（資料３－３－①－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育に関係している事務職員と技術職員は、資料の提供、担任および学級指導教員・クラブ顧問の

支援、学生生活の支援、成績評価の支援、実験実習などの支援を行っており、教育課程を有効に展開

・支援するうえで適切に配置されており、また機能している。 

以上により、学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の教育支

援者が適切に配置されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 専任教員の学位取得率は６４％であり非常に高率である。また、企業経験をもつ教員も３４％

おり、年齢構成は均衡が取れている。 

・ 技術職員の教育支援が広範囲であり、きめ細かい。 

 

（改善を要する点） 

特になし。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

設置基準を満たす専任教員が一般科目を担当している。また、工学の基礎である数学、化学、物理

には、１５名の専任教員が配置され、国際コミュニケーション能力を担う英語には、工学の専門性を

持つネイティブスピーカーの専任教員１名とネイティブスピーカーの外国人非常勤教員１名が配置さ

れている。更に、一般科目を担当しているすべての専任教員と非常勤教員は、担当科目を講義するの

に適した専門性を持っている。 

専門科目についても、設置基準を上回る専任教員が担当しており、専門科目を講義するのに適した

専門性を持っている。また、多数の博士号取得者と多数の企業経験者を擁している。 

専攻科の科目はすべて、学位授与機構により認定された専任教員が担当し、そのほとんどは博士で

ある。また、融合複合という専攻科共通の目標を達成するために、専門共通科目に多くの専任教員が

配置されている。 

以上により、教育の目的を達成するために必要な専攻科の授業科目担当教員が適切に配置されてい

る。 

本校では、学位取得率は高く、年齢構成は均衡の取れたものとなっている。また、教員の採用に関

する規定は高等専門学校設置基準に適合しており、教育上の能力を適切に考慮・評価するものである。 

自己評価や、学生アンケートにより教員の教育能力や教育実績などについて定期的な評価がなされ

ており、その結果は、教員顕彰に反映されている。 

教育に関係している事務職員と技術職員は、資料の提供、担任および学級指導教員・クラブ顧問の

支援、学生生活の支援、成績評価の支援、実験実習などの支援を行っており、教育課程を有効に展開

・支援するうえで適切に配置されており、また機能している。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学者

選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の基本

方針などが記載された入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定

められ，学校の教職員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表

されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の入学者受け入れ方針は明確に定められ、募集要項に記載されている（資料４－１－①－１、

資料４－１－①－２、資料４－１－①－３、後掲の資料４－２－①－１～３）。これらは、学校教育

法（第７０条の５）（第７２条の５）に定められた資格を持っていることを求めるとともに、本校の

目的に沿って、受験生に求める能力、適性を明確に定めている。要約すると、準学士課程の場合は、

「基礎学力、特に、理数系の基礎学力をもち、ものづくりに興味を持つ学生」が求める学生像であり、

専攻科課程の場合は、「専門基礎学力、専門学力をもち、ものづくりに興味を持つ学生」が求める学

生像である。 

入学者受け入れ方針は、募集要項に記載されて受験生に配布されるとともに、本校のホームページ

においても公表され（資料４－１－①－４）、入試説明会・体験入学・中学校訪問においても説明が

なされている（資料４－１－①－５）。ホームページの該当箇所へのアクセス状況および資料の配布

状況（資料４－１－①－６）、受験生アンケート結果（資料４－１－①－７）より、公表のための取

り組みは十分であり、またその結果、受験生に十分周知されていると結論できる。 

本校教職員に対する周知の状況を調べるアンケート結果（資料４－１－①－８）によると、教員に

対する周知の程度は非常に高い。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の入学者受け入れ方針は明確に定められ、募集要項に記載されて配布されるほか、本校ホーム

ページにおいても公表され、入試説明会・体験入学・中学校訪問・塾訪問においても説明がなされて

いる。受験生アンケートからも受験生への周知がなされていることが確認でき、教職員への周知の程

度も高い。 

以上により、教育の目的に沿って、求める学生像や入学者選抜の基本方針などが記載された入学者

受入方針が明確に定められ、学校の教職員に周知されている。また、将来の学生を含め社会に公表さ

れている。 
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観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 

準学士課程においては、学力選抜と推薦選抜を併用している。「基礎学力、特に、理数系の基礎学

力をもち、ものづくりに興味を持つ学生」を受け入れるため、学力入試においては、数学・理科・英

語・国語の４科目の試験による選抜（資料４－２－①－１）が行われており、数学の得点を重視する

傾斜配分方式を取り入れた「選考値」により合否を決めている。また、推薦選抜（資料４－２－①－

１）においても、内申書と面接による点数に加え、適性試験を実施するとこにより、入学者受入方針

に沿った適切な学生の受入方法が採用されている（現地閲覧資料を参照）。 

準学士課程3年または4年への編入学においては、学力試験と面接で選抜を行っている（資料４－２

－①－２）。入学者と同様に「基礎学力、特に、理数系の基礎学力をもち、ものづくりに興味を持つ

学生」を受け入れるため、学力試験では英語および数学の試験を実施している。 

専攻科課程においては、学力選抜と推薦選抜を併用している。学力選抜においては、「専門基礎学

力、専門学力をもち、ものづくりに興味を持つ学生」を受け入れるため、数学と専門科目の試験を実

施している（資料４－２－①－３）。推薦選抜においては、出身校における成績と面接の際に実施す

る口頭試問により入学者受入方針に沿った適切な学生の受入方法が採用されている（資料４－２－①

－５）。 

また、以上のような受け入れ方針に従って、実際の入学者選抜は適切に行われている（資料４－２

－①－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程（編入学含む）、専攻科課程ともに、入学者受入方針に沿った適切な学生の受入方法が

採用され、入学者選抜基準として明文化されている。また、入学者選抜基準に従って、適切に入学者

の選抜が実施されている。 

以上により、入学者受入方針に沿って適切な学生の受入方法が採用されており、実際の入学者選抜

が適切に実施されている。 
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観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立ててい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

入学者受け入れ方針に沿った学生の受け入れが実際に行われているかの検証は、受験生に対するア

ンケートと入学した学生のその後の成績などによって検証している（資料４－２－②－１）。これ等

の検証結果を入学者選抜方法の改善に結びつける取り組みは入試企画室で行われる（資料４－２－②

－２）。実際に実施した入学者選抜方法の改善例は、次のようなものがある。 

（１）平成７年度以降、入試科目に理科を加えた（現地閲覧資料６）  

（２）推薦選抜に適性検査を取り入れた（資料４－２－②－３） 

（３）面接方法を改善するための講習会を実施した（資料４－２－②－４） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

受験生に対するアンケートと入学した学生のその後の成績などによって、入学者受け入れ方針に沿

った学生の受け入れが実際に行われているか検証している。入学者選抜方法の改善に結びつける取り

組みは入試企画室で行われ、入試科目に理科を追加・推薦選抜に適性検査の取入・面接方法の改善な

どにつながっている。 

以上により、入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証しており、

その結果を入学者選抜の改善に役立てている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164東京工業高等専門学校 基準４ 

 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165東京工業高等専門学校 基準４ 

 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166東京工業高等専門学校 基準４ 

 166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167東京工業高等専門学校 基準４ 

 167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168東京工業高等専門学校 基準４ 

 168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169東京工業高等専門学校 基準４ 

 169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170東京工業高等専門学校 基準４ 

 170

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定

員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

 

（観点に係る状況） 

実入学者数と定員の関係は、資料４－３－①－１に示したとおりである。準学士課程においては定

員をごくわずか上回る実入学者数を維持しており、適切な実入学者数である。また、編入学では若干

名の入学者となっている（資料４－３－①－２）ため、準学士課程の定員が大幅に増えることはなく、

適切な実編入者数である。専攻科課程においては、実入学者数は定員を上回る（資料４－３－①－

３）。しかしながら、学校の規模から見て専攻科の定員が非常に少ないため、現在の入学者数の場合、

一部の教員に支障が出ているものの、学生が教育を受ける立場からは、特に支障は感じていない（資

料４－３－①－４）。このため、専攻科においても、入学定員を大幅に超えている状況ではない。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の実入学者数は、定員から見て適正な人数である。編入学についても同様である。専攻

科課程の実入学者数は、定員を上回っているが、研究教育を進める上でおおむね適正な人数を維持し

ていると言える。 

以上により、実入学者数は、入学定員を大幅に超える、または大幅に下回る状況になっていない。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 基礎学力、特に、理数系の基礎学力を持つ学生を受け入れるため、数学を傾斜配点したり推薦

選抜に適性検査を取り入れている。 

・ 面接方法の改善のための研修を行っている。 

・ 入学者受け入れ方針に沿った学生を受け入れるため、入試企画室において検討され、入試方法

の改善が実施されている。 

 

（改善を要する点）  

 特になし 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

 本校の入学者受け入れ方針は明確に定められ、募集要項に記載されて配布されるほか、本校の

ホームページにおいても公表され、入試説明会・体験入学・中学校訪問においても説明がなされて

いる。また、受験生、および、教職員に対し十分に周知されている。 

 傾斜配点や適性試験など、入学者受入方針に沿った適切な学生の受入方法が採用され、適切な入

学者選抜が実施されている。また、入学者受け入れ方針に沿った学生の受け入れが実際に行われて

いるか検証し、入学者選抜方法の改善につなげている。さらに、準学士課程・専攻科課程とも、定

員をやや上回る適正な人数の実入学者を確保している。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科目

及び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）され，

教育課程が体系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課

程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている

か。 

 

（観点に係る状況） 

準学士の教育課程では、主として学習・教育目標(A)、(B)、C-1、C-4、C-5を担う一般科目と、主

として学習・教育目標(C)を担う専門科目が、バランス良く配置されている（資料５－１－①－１、

資料５－１－①－２、資料５－１－①－３、資料５－１－①－４、資料５－１－①－５、資料５－１

－①－６）。学年ごとの配置を見ると、一般科目と専門科目が楔形に配置されており、学年を追うに

従い基礎的な科目から応用的な科目へと、各科目が適切に配置されている。これ等の科目配置は、各

学科の学習・教育目標を達成するために適切であり、同時に、準学士課程の学修・教育目標を達成す

るための体系性が確保されている（資料５－１－①－７、資料５－１－①－８、資料５－１－①－９、

資料５－１－①－10、資料５－１－①－11、資料５－１－①－１２）。また、これらの教育課程表は、

高等専門学校設置基準(第15条)(第16条)(第17条)に適合している。 

特に、1年生の混合学級において、共通基礎科目と各専門学科の実験(ものづくり基礎工学)を配置

していることは、「豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的ものづくり技術者の育成」と

いう本校の目的を達成する上で、適切なものとなっている。また、２年生の微分積分では、習熟度別

授業を実施しており、学習・教育目標C-1を達成するために適切な配置となっている。 

授業の内容は、全体として教育課程の編成の趣旨に沿って、教育の目的を達成するために適切なも

のになっていることがシラバスから分析できる（シラバスの例は資料５－２－②－２、シラバス全体

は現地閲覧資料２）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

１年生の混合学級において、一般科目の基礎科目と各専門学科の実験(ものづくり基礎工学)を配置

し、演習を多く取り入れることにより、中学校を卒業したばかりの学生がスムーズに高専生活に入れ

るよう工夫されている。また、一般科目と専門科目が、楔形にバランス良く配置され、準学士課程の

学習・教育目標を達成するための体系性が確保されている。 

以上により、教育の目的に照らして、授業科目が学年ごとに適切に配置され、教育課程が体系的に

編成されている。また、授業の内容は、全体として教育課程の編成の趣旨に沿って、教育の目的を達

成するために適切なものになっている。 
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観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が考えら

れる。）に配慮しているか。 

 

（観点に係る状況） 

学生の多様なニーズ、社会からの要請等に対応するために、本校では、放送大学の単位の認定を文

部科学省告示第８５号（資料５－１－②－１（その１）に基づき、資料５－１－②－１（その２）の

ように定めている。他、工場見学による単位認定（資料５－１－②－２）、インターンシップによる

単位認定（資料５－１－②－３）、英検などによる単位認定（資料５－１－②－４）などを規定して

いる。工場見学による単位認定は、４年次までの工場見学（研究・研修旅行時の工場見学含む。また

工場見学に係る事前学習および事後報告等も含む）およびインターンシップによって単位を認定する

ものである。また、本校では、４年次におけるインターンシップは卒業要件となっている。インター

ンシップの実施状況は後掲の資料に示す（資料５－２－③－３）。 

補充教育としては、留学生に対して個別に特別時間割を組み（資料５－１－②－５）、日本語およ

び日本事情の2科目の授業と、各学科における専門科目の補充授業などを行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、放送大学の単位の認定、工場見学およびインターンシップによる単位認定、英検などに

よる単位認定などを規定している。また、工場見学とインターンシップは卒業要件となっている。更

に、補充教育として、留学生に対する日本語教育の授業や各学科における専門科目の補充授業などを

実施している。 

以上により、学生の多様なニーズ、社会からの要請等に対応した教育課程の編成に配慮している。 
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観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられる。） 

 

（観点に係る状況） 

前掲の教育課程表（資料５－１－①－１、資料５－１－①－２、資料５－１－①－３、資料５－１

－①－４、資料５－１－①－５、資料５－１－①－６）に示されているとおり、実験実習の授業形態

をとる授業の割合が非常に高い。このことは、「豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的

ものづくり技術者の育成」という本校の目的を達成する上で適切なことである。このように、本校

の目的に照らした場合、講義、演習、実験、実習等の授業形態のバランスは適切である。 

各科目の授業内容に応じた適切な学習指導法の工夫は、多くの科目で行われている（現地閲覧資料

18）。ここでは、例として挙げやすいもの３例を選んで分析をする。物理においては、実験を通して

原理を理解させる指導方法がとられている（資料５－２－①－１）。本校の「ものづくり技術者の育

成」という目的からすると、このような指導方法が良いと考えられる（資料５－２－①－２）。また、

1年生の英語においては、図書館を利用した多読の授業が行われている（資料５－２－①－３）。英

語の読解力を付け、準学士課程の学習・教育目標B-4などを達成するために、優れた指導方法である

（資料５－２－①－４）。更に、1年生の国語においては、夏休み中の自由研究とその発表を取り入

れた指導方法を実施している（資料５－２－①－５）。この指導方法は、準学士課程の学習・教育目

標B-2を達成するための優れた指導方法である（資料５－２－①－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

実験実習を重視したカリキュラムは、「豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的ものづ

くり技術者の育成」という本校の目的を達成する上で適切であり、講義、演習、実験、実習等の授

業形態のバランスは適切である。また、実験により原理を理解させる指導法、多読により読解力を付

けさせる指導法、自由研究とプレゼンテーションとを取り入れた国語の指導法など、多くの科目で授

業方法の工夫がなされている。 

以上により、教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態のバランスが適切であ

り、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている。 
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観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されている

か。 

 

（観点に係る状況） 

本校のシラバスの作成方針についてはワーキンググループによってその改善がなされている（資料

５－２－②－１）。この改善方法により、シラバスの相互チェック体制が保障され、教育課程編成の

趣旨に沿った適切なシラバスが作成される。また、各科目のシラバスをそれぞれの授業で配布して説

明することによって、シラバスの活用が徹底できる。シラバスには、準学士課程の学習・教育目標が

記載されている（資料５－２－②－２）。また、準学士課程では、一部の科目で、45時間の学修を１

単位とする単位計算方法により学修単位科目を導入しており、シラバスに明示している。科目一覧お

よびシラバスの例を資料５－２－②－３に示す。 

シラバスが活用されているかどうかについては、アンケート結果から判断して（資料５－２－②－

４）、教員、学生の間で良く活用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、シラバスの作成および活用について議論がなされている。その成果として、相互チェッ

ク体制が保障され、教育課程編成の趣旨に沿った適切なシラバスが作成されるようになっている。ま

た、シラバスには、準学士課程の学習・教育目標が記載されている。また、アンケート結果から、教

員・学生の間でかなり良くシラバスが活用されている。 

以上により、教育課程の編成の趣旨に沿って、適切なシラバスが作成され、活用されている。 
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観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では各学科とも実験に力を入れている。実験は各学年に配置されているが、各学科とも、いず

れかの学年の実験を、創造性を育むための実験と位置づけて実施している（資料５－２－③－１）。

その概要は以下のとおりである。 

機械工学科は、３年次のメカトロニクス実習において、いくつかに分割されたチーム単位でロボッ

トの製作を行っている。これは、競技形式の課題とルールが設定され、明確なロボット製作の動機付

けをした上で、各チーム内で協力してロボットを完成させる一連の過程を経験することにより、メカ

トロニクスの基礎技術を学びながら創造性を育むことを狙うものである。 

電気工学科は、４年次の創造電気実験Ⅲにおいて、ＰＬＤを用いたステートマシンの設計および、

ワンチップマイコンを用いた制御システムの設計を題材として実習を行っており、これらの課題を通

して創造性を育むための教育を行っている。 

電子工学科では４年次のプロジェクト演習においてマイクロコンピュータの仕組みについて学ぶ。

入門用として最適なＰＩＣマイコンを用い、各自に与えられた課題演習を通じてマイコンの仕組み、

プログラミング、ハードウェア制御回路などの理解を深め、創造性を育む内容となっている。 

情報工学科は、４年次の情報工学実験３において、ライントレーサの製作やプログラミング演習、

通信実験、ネットワーク構築実験などを行っている。これらの内容は制御工学、実践プログラミング、

情報通信工学の授業で学んだことを発展させた課題になっており、自ら創意工夫することにより創造

性を育む内容となっている。 

物質工学科は、３年次の物質工学創造実験において、少人数のグループを編成し、各グループごと

に教員を交えて具体的な実験テーマの決定から、実験計画策定、実験、討論、発表などの一連の作業

を学生主体で実施する実験を通して、創造性を育むための教育を行っている。 

これら以外にも、創造性をはぐくむ取り組みの例は多く行われている（現地閲覧資料19）。 

また、本校はインターンシップに力を入れており、卒業要件として全員が経験することにしている

（資料５－２－③－２）。本年度の受け入れ企業の一覧表は資料５－２－③－３に示したとおりであ

る。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

各学科とも、いずれかの学年の実験を、創造性を育むための実験と位置づけて、創造性を育む実験

を実施している。また、そのほかにも、創造性を育むための実験等を多くの科目で実施している。更

に、本校はインターンシップに力を入れており、卒業要件として全員が経験することにしている。 

以上により、創造性を育む教育方法の工夫やインターンシップの活用が行われている。 
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観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 

成績評価・単位認定の基準と進級・卒業認定の基準は明確に規定され、学生便覧に記載することに

より、学生に周知を図っている（資料５－３－①－１、資料５－３－①－２）。ホームルームやオリ

エンテーションにおいても学生への周知が図られ、アンケート結果によると、周知の程度はかなり高

い（資料５－３－①－３）。なお、この規定は高等専門学校設置基準(第17条)(第18条)(第19条)(第

20条)に適合している。また、追試、再試に関する規定も明確に定められ、学生便覧に記載され、学

生に周知を図っている（資料５－３－①－４）。 

進級と卒業の認定は、それぞれ、運営会議（学年課程修了認定）と運営会議（本科卒業判定）にお

いて、規定に従って適切に実施されている（資料５－３－①－５）。また、成績評価を適切にするた

め、答案は返却し、学生からの意見の申し立ての機会を設けている。期末試験においても、答案返却

日を設定して返却し、学生からの意見の申し立ての機会を設けている（資料５－３－①－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

成績評価・単位認定の基準と進級・卒業認定の規定は、学生便覧に記載され、学生に周知されてい

る。周知度はアンケート結果からも非常に高いことがわかる。進級と卒業の認定は、それぞれ、運営

会議（学年課程修了認定）と運営会議（本科卒業判定）において、規定に従って適切に実施されてい

る。また、成績評価を適切にするため、期末試験においても答案返却日を設け、学生からの意見の申

し立ての機会を設けている。 

以上により、成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され、学生に周知さ

れている。また、これらの規定に従って、成績評価、単位認定、進級認定、卒業認定が適切に実施さ

れている。 
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観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよ

う配慮されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では、高等専門学校設置基準(第17条)５項の定めるところに従い、特別活動(HR)を毎週木曜日

の５時間目に年間90時間以上実施している（資料５－４－①－１）。担任の手引きにおいて、担任は、

HRにおいて人間の素養の涵養に努めることが定められている（資料５－４－①－２）。また、本校に

入学したばかりの1年次の担任は、特に丁寧な指導を行っている（資料５－４－①－３）。このよう

な取り組みが実際に適切に行われていることは1年生のHR記録の例（資料５－４－①－４）と学生へ

の配布資料の例（資料５－４－①－５、及び資料５－４－①－６）から確認できる。1年生に関して

は、HR指導方法の改善の資料とするために、平成18年度より、HR活動記録を作成している（現地閲覧

資料103）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、年間90時間以上の特別活動を実施している。人間の素養の涵養に努めることが担任の手

引きに明記されており、特に、本校に入学したばかりの１年次においてさまざまな取り組みが実施さ

れている。特別活動において人間の素養の涵養が図られていることは、１年生のHR記録の例などから

確認できる。 

以上により、教育課程の編成において、特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよう配慮

されている。 
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観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養

が図られるよう配慮されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では教育方針の中に記載されている「どのような局面にも対応できる柔軟な心といかなる困

難も乗り切りうる強固な意志とあらゆる試練に耐えうる健全な身体とを持ちしかも人間として好まし

い味と深みとのある人柄」を実現するために、人間の素養の涵養に力を入れている。 

生活指導面では、主として、担任・学級指導教員によって人間の素養の涵養が図られている。学生

との個別面談や保護者との個別面談によって指導が行われ（資料５－４－②－１）、1年生の場合は

ショートHRによっても人間の素養の涵養が図られている（資料５－４－②－２）。 

課外活動に関しては、各部・同好会を指導するクラブ顧問によって、人間の素養の涵養が図られる

よう配慮されており（資料５－４－②－３）、平成１９年度からは全教員がクラブ顧問として学生の

指導にあたることになっている。本校の課外活動は活発であり、成果を挙げている（資料５－４－②

－４）。 

また、各種学校行事（資料５－４－②－５）によっても、人間の素養の涵養が図られるよう配慮さ

れている。その他、湘南海岸まで歩くというチャレンジウォークの企画も実施され、人間の素養の涵

養という点でも成果を上げ、学生・保護者に好評である（資料５－４－②－６、現地閲覧資料20）。

また、各種行われている国際交流を通しても人間の素養の涵養が図られている。（資料５－４－②－

７）。  

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では人間の素養の涵養にも力を入れている。生活指導面では、主として、担任・学級指導教員

による学生との個別面談や保護者との個別面談によって、人間の素養の涵養が図られている。課外活

動に関しては、各部・同好会にクラブ顧問を任命することにより、人間の素養の涵養が図られるよう

配慮されている。また、本校の課外活動は活発であり、成果を挙げている。その他、各種学校行事や

国際交流によっても、人間の素養の涵養が図られるよう配慮されている。 

以上によって、教育の目的に照らして、生活指導面や課外活動等において、人間の素養の涵養が図

られるよう配慮されている。 
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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 

 

（観点に係る状況） 

専攻科の学習・教育目標は、準学士課程の4年生・5年生の授業と専攻科の授業によって達成される

ことになっており、その結果、専攻科の教育は準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっ

ている（資料５－５－①－１、資料５－５－①－２、資料５－５－①－３、資料５－５－①－４、資

料５－５－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の4・5年生と専攻科の授業科目の流れから、専攻科の教育課程は、準学士課程の教育と

の連携を考慮した教育課程となっている。 
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観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科目

等の配当等が考えられる。）され，教育課程が体系的に編成されているか。また，

授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成す

るために適切なものになっているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校専攻科の教育課程の特徴のひとつは、融合複合という目標(学習・教育目標C-14)を達成するた

めに、時間割上、他専攻の科目も履修可能となるように科目を配置し（資料５－５－②－１）、専門

共通科目を多く開設（資料５－５－②－２、資料５－５－②－３、資料５－５－②－４）しているこ

とである。また、教育の目標に照らして、授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的に編成され

ている（前掲の資料５－５－①－１、資料５－５－①－２、資料５－５－①－３、資料５－５－①－

４、資料５－５－①－５）。 

また、シラバスには科目ごとに達成しようとする教育目標が明記してあるため、授業の内容が、全

体として教育課程の編成の趣旨に沿って、教育の目的を達成するために適切なものになっていること

がシラバスの例から確認できる（後掲の資料５－６－②－１、５－６――②－２、５－６－②－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校専攻科では、融合複合という目標を達成するために、専門共通科目を多く配置している。また、

教育課程は、学習教育目標を達成するために、体系的に編成されている。更に、授業の内容は、教育

の目的を達成するために適切なものになっている。 

以上により、教育の目的に照らして、授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成されて

いる。また、授業の内容は、全体として教育課程の編成の趣旨に沿って、教育の目的を達成するため

に適切なものになっている。 
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観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮してい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

学生の多様なニーズ、社会からの要請等に対応するために、本校では、放送大学を含む他の高等教

育機関の単位を認定する仕組みがあり（資料５－５－③－１）、実際に認定例があり（資料５－５－

③－２）機能している。インターンシップ（特別実習）による単位認定（資料５－５－③－３）、他

専攻の専門科目の単位認定（資料５－５－③－４）なども規定している。また、本校専攻科では、全

員に対し、長期のインターンシップを実施し、外部に開かれたインターンシップ報告会を実施し、報

告書にまとめている（現地閲覧資料12）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、放送大学の単位の認定、他高等教育機関の単位認定、インターンシップによる単位認定、

他専攻の専門科目の単位認定などを規定している。また、全員に対し、長期のインターンシップを実

施し、外部に開かれたインターンシップ報告会を実施し、報告書にまとめている。 

以上により、学生の多様なニーズ、社会からの要請等に対応した教育課程の編成に配慮している。 
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用等が考えられる。） 

 

（観点に係る状況） 

前掲の教育課程表（資料５－５－②－２、資料５－５－②－３、資料５－５－②－４）に示され

ているとおり、実験実習の授業形態をとる授業の割合が非常に高い。このことは、「豊かな教養

と高度の専門知識を身につけた実践的ものづくり技術者の育成」という本校の目的を達成する上

で適切なことである。このように、本校の目的に照らした場合、講義、演習、実験、実習等の授業

形態のバランスは適切である。 

 各科目の授業内容に応じた適切な学習指導法の工夫は、多くの科目で行われている（現地閲覧資

料18）。ここでは、例として挙げやすいもの３例を選んで分析をする。現代企業論では、多数の企

業経営者を講師として招く講義形態を取り入れることにより、学習・教育目標D-5を達成すること

を目指している。また、１年生の英語演習においては、TOEICの指導のため、コンピュータソフト

の利用を推進している（資料５－６－①－１）。また、実験物理においては、講義科目でありなが

ら、実際の装置で実験させながら講義内容を理解させる工夫を行っている（資料５－６－①－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 実験実習を重視したカリキュラムは、「豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的もの

づくり技術者の育成」という本校の目的を達成する上で適切であり、講義、演習、実験、実習等

の授業形態のバランスは適切である。また、英語演習、実験物理など多くの科目で授業方法の工夫

がなされている。 

 以上により、教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態のバランスが適切で

あり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている。 
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観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

 

（観点に係る状況） 

各専攻では、創造性を育むための取り組みを実施しており、その一例は資料５－６－②－１、資料

５－６－②－２、資料５－６－②－３の通りである（詳細は現地閲覧資料19）。これらの例の概要は

以下のとおりである。 

機械情報システム工学専攻で開講されている情報通信工学特論では、最低限の基礎知識を講義した

後に、教員が提示するテーマについて学生自らが調査し、結果を文書にまとめ発表することにより、

創造性を育む取り組みを行っている。また、特別研究等でも創造性を育むための取り組みを実施して

いる。 

電気電子工学専攻で開講されている光エレクトロニクスでは、各種発光デバイス、ディスプレイの

動作原理について学生の知識を聞き出してから、謎解きをするように授業を進めている。一般的に数

式に偏りがちな科目であるが、極力光と物質の関係について物理的イメージがわくように工夫してい

る。また、特別研究等でも創造性を育むための取り組みを実施している。 

物質工学専攻で開講されている資源エネルギー化学では、資源・エネルギー問題、環境問題を考え

る上で多面的に物事を考えられることを狙いとして授業を行っている。また、特別研究等でも創造性

を育むための取り組みを実施している。 

また、本校はインターンシップ（特別実習）に力を入れており、修了要件として全員が長期のイン

ターンシップを経験することにしている。履修要覧（資料５－６－②－４）にインターンシップ（特

別実習）が修了要件とは明記されていないが、全ての専攻において特別実習を含む全２２単位修得が

修了の要件であるため、特別実習は修了要件である。インターンシップ報告書は現地閲覧資料12とす

る。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

各専攻とも、創造性を育むための取り組みを実施している。また、本校はインターンシップに力を

入れており、修了要件として全員が経験することにしている。 

以上により、創造性を育む教育方法の工夫やインターンシップの活用が行われている。 
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観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，教

育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校のシラバスの作成方針は前掲の資料５－２－②－１に示したとおりである。これにより、シラ

バスの相互チェック体制が保障され、教育課程編成の趣旨に沿った適切なシラバスが作成される。シ

ラバスには、専攻科課程の学習・教育目標が記載されている（前掲の資料５－６－②－１、２，３）。 

シラバスが活用されているかどうかについては、アンケート結果から判断して（資料５－６－③－

１と前掲の資料５－２－②－４）、教員、学生の間でかなり良く活用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、シラバスの相互チェック体制が保障され、教育課程編成の趣旨に沿った適切なシラバス

が作成される手順を定めている。また、シラバスには、準学士課程の学習・教育目標が記載されてい

る。また、アンケート結果から、教員・学生の間でかなり良くシラバスが活用されている。 

 以上により、教育課程の編成の趣旨に沿って、適切なシラバスが作成され、活用されている。 
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観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機能

の活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられる。）

が行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校専攻科では、例えば複数教員による研究室運営（資料５－７－①－１）によって、専攻科特別

研究の指導を複数教員指導体制にしたり、学修成果レポートや特別研究論文の執筆等において指導教

員および専攻科主任・副主任も指導に加わったりするなどして、専攻科で就学するにふさわしい指導

を複数教員により実現している。また、研究テーマは、学校の目的を達成する上で適切なテーマにな

っている（資料５－７－①－２）。研究指導についても、専攻科で修学するにふさわしい研究指導が

行われている。なお、特別研究の指導状況の記録は現地閲覧資料とする（現地閲覧資料105）。この

適切な指導の結果、本校専攻科生の特別研究は、外部の学会発表において多くの賞を受賞している

（資料５－７－①－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

研究テーマは、学校の目的を達成する上で適切なテーマになっている。また、特別研究の指導体制

が工夫され、特別研究指導記録に記録された研究指導は専攻科で修学するにふさわしい指導である。

その成果として、本校専攻科生の特別研究は、外部の学会発表で多くの賞を受賞している。 

以上により、専攻科で修学するにふさわしい研究指導が行われている。 
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観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 

成績評価・単位認定の基準と修了認定の基準は明確に規定され（資料５－８－①－１）、履修要覧

に記載することにより、学生に周知を図っている（前掲の資料５－５－③－４）。また、専攻主任副

主任によって学生への周知が図られている（資料５－８－①－２）。 修了の認定は、それぞれ、専

攻科委員会において、規定に従って適切に実施されている（資料５－８－①－３）。また、成績評価

を適切にするため、答案は返却し、学生からの意見の申し立ての機会を設けていることは、準学士課

程の場合と同様である。 

尚、準学士課程同様、修了基準の周知度に関するアンケート結果（資料５－８－①－４）から、そ

の周知度は高いといえる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

成績評価・単位認定の基準と修了認定の規定は、シラバスに記載され、学生に周知されている。修

了の認定は、専攻科委員会の議を経て運営会議（専攻科修了判定）において、規定に従って適切に実

施されている。また、答案返却の機会を設けて、学生からの意見の申し立ての機会を設けている。 

 以上により、成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され、学生に周知されてい

る。また、これらの規定に従って、認定が適切に実施されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 1年生の混合クラスで、共通教育と工学の基礎実験であるものづくり基礎工学が実施されてお

り、教育の成果が得られている。 

・ ２年生の微分積分の授業で習熟度別授業を実施しており、習熟度に合わせたきめ細かい指導が

実現できている点が優れている。 

・ 授業における指導方法を工夫する状況が優れている。 

・ 創造性をはぐくむ授業の実施状況が優れている。 

・ 低学年の担任指導がきめ細かく実現できている点が優れている。 

・ １年生のクラスで毎朝ショートHRを実施し、朝シャドなどの取り組みをしている状況が優れて

いる。 

・ チャレンジウォークなどの企画が、学生･保護者の高い評価を得ている。 

・ 専攻科の特別研究の受賞状況が優れている。 

 

（改善を要する点）  

 特になし 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

【準学士課程】 

１年生の混合学級においては、一般基礎科目と各専門学科の実験(ものづくり基礎工学)を配置し、

演習を多く取り入れることにより、中学校を卒業したばかりの学生がスムーズに高専生活に入れるよ

う工夫されている。また、一般科目と専門科目が、楔形にバランス良く配置され、準学士課程の学習

・教育目標を達成するための体系性が確保されている。 

本校では、学生の多様なニーズ、社会からの要請等に対応するため、放送大学の単位の認定、他高

等教育機関の単位認定、工場見学およびインターンシップによる単位認定、英検などによる単位認定

などを規定している。また、工場見学とインターンシップは卒業要件となっている。更に、補充教育

として、留学生に対する日本語教育や専門教育のための授業などを実施している。 

「豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的ものづくり技術者の育成」という本校の目的

を達成するために実験実習を重視したカリキュラムになっており、講義、演習、実験、実習等の授業

形態のバランスは適切である。また、実験により原理を理解させる指導法、多読により読解力を付け

させる指導法、自由研究とプレゼンテーションを取り入れた国語の指導法など、多くの科目で授業方

法の工夫がなされている。 

本校では、シラバスの相互チェック体制が保障され、教育課程編成の趣旨に沿った適切なシラバス

が作成される手順を定めている。また、シラバスには、準学士課程の学習・教育目標が記載されてお

り、教員・学生の間でかなり良くシラバスが活用されている。 

各学科とも、創造性を育む実験を実施している。また、本校はインターンシップに力を入れており、

卒業要件として全員がインターンシップを経験することにしている。 

進級・卒業認定の規定は、学生便覧に記載され、学生に周知されている。進級と卒業の認定は、そ

れぞれ、運営会議（学年課程修了認定）と運営会議（本科卒業判定）において、規定に従って適切に

実施されている。また、答案返却などの機会を設け、学生からの意見の申し立ての機会を設けている。 
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本校では、高等専門学校設置基準(第17条)５項の定めるところに従い、特別活動(HR)を90時間以上

実施している。担任の手引きに従って、担任は、HRにおいて人間の素養の涵養に努めている。また、

本校に入学したばかりの1年生の担任は、特に丁寧な指導を行っている。 

本校では、教育課程表の科目以外でも、人間の素養の涵養を図っている。担任による学生との個別

面談や保護者との個別面談、1年生の朝のショートHR、課外活動、学校行事などにより人間の素養の

涵養が図られている。本校の課外活動は活発であり、多くの成果を挙げている。 

 

【専攻科課程】 

専攻科の教育課程は、準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっており、教育課程は、

学習教育目標を達成するために、体系的に編成されている。特徴のひとつは、専攻科の「融合複合」

という目標を達成するために、専門共通科目を多く配置していることである。 

本校では、学生の多様なニーズ、社会からの要請等に対応するために、放送大学の単位の認定、他

高等教育機関の単位認定、インターンシップによる単位認定、他専攻の専門科目の単位認定などを規

定している。また、全員に対し、長期のインターンシップを実施し、外部に開かれたインターンシッ

プ報告会を実施し、報告書にまとめている。 

「豊かな教養と高度の専門知識を身につけた実践的ものづくり技術者の育成」という本校の目的

を達成するために、実験実習を重視したカリキュラムが組まれている。講義、演習、実験、実習等の

授業形態のバランスは適切である。また、英語演習、実験物理など多くの科目で授業方法の工夫がな

されている。また、各専攻とも、創造性を育むための取り組みを実施している。 

研究テーマは、学校の目的を達成する上で適切なテーマになっている。また、特研指導記録簿を作

成して、専攻科で修学するにふさわしい研究指導が行われている。さらに、本校専攻科生の特別研究

は、多くの賞を受賞している。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業（修

了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その達成状

況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況）  

 準学士課程においては、学習・教育目標（前掲の資料１－１－①－４）を定めている。この学習

・教育目標は本校の目的に沿った学生の育成を念頭に掲げられたものである。それぞれの学習・教

育目標を担う科目が開設されており、それらの成績評価に関しては、60点以上を合格としている

（資料６－１－①－１）。各学習･教育目標を担う科目の単位を修得することにより、当該学習･教

育目標を達成していることを確認できる。進級と卒業については、基準を定めた規定（資料６－１

－①－２）にしたがって、運営会議（学年課程修了認定）・運営会議（卒業判定）（資料６－１－

①－３で規定されている）において、適正に進級･卒業の判定をしている（前掲の資料５－３－①

－５）。なお、選択科目が配置されていない３年生までに関して言えば、進級基準を満たすという

ことは全ての科目の単位を修得することである。また、4年生･5年生の選択科目は、指定された範

囲内でどのように選択した場合も、準学士課程の学習教育目標を達成するようになっている（前掲

の資料５－１－①－７、資料５－１－①－８、資料５－１－①－９、資料５－１－①－10、資料５

－１－①－11）。この結果、進級･卒業を判定することにより、学習教育目標を十分に達成してい

ることを把握・評価することができる。 

 専攻科課程においても、学習・教育目標（前掲の資料１－１－①－３）が定められており、準学

士過程と同様にそれぞれの学習・教育目標を担う科目が開設されている。この場合も専攻科修了

に関する規定（資料６－１－①－４）に従い、専攻科委員会（資料６－１－①－５）の審議結果に

基づいて運営会議（専攻科修了判定）において適切に修了認定をしている（前掲の資料５－８－①

－３）。修了認定に当たっては、個々の学生が作成したポートフォリオ（資料６－１－①－６）を

検討し、当該学生が学習･教育目標を達成しているかどうか評価している。修了生全員のポートフ

ォリオは現地閲覧資料とする（現地閲覧資料106）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 準学士課程では、進級･卒業等の基準を満たしていることを確認することにより準学士課程の学

習・教育目標を達成している状況を評価できる。この結果、進級判定・卒業判定が、準学士課程の

学習・教育目標を達成している状況を評価する取り組みである。また、専攻科における修了判定に

おいては、単位取得状況だけではなく、ポートフォリオによって、学習･教育目標を達成するため

に必要な科目の単位を取得しているかどうか評価している。専攻科における修了判定が、学習・教

育目標を達成している状況を評価する取り組みである。 

 以上により、本校の学習･教育目標の達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われてい

る。 
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観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて，単位修得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状況等か

ら，あるいは卒業研究，卒業制作などの内容・水準から判断して，教育の成果や

効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

 準学士課程に関しては、各学年の単位取得状況（一例を資料６－１－②－１に示す）と各学年の

GPA分布を（資料６－１－②－２）調査しており、教育の成果や効果が上がっているかを確認でき

る体制をとっている。なお、GPAはAを４点、Bを３点、Cを２点、Dを０点として平均値を計算した

ものである。 

専攻科課程に関しては、修了生の学士取得状況（資料６－１－②－３）、修了生のTOEICの得点

状況（資料６－１－②－４）の把握を行っている。また、特別研究の受賞一覧表（前掲の資料５－

７－①－３）は研究活動の水準を知る手がかりになっている。なお、卒業研究報告書集（現地閲覧

資料16）と特別研究報告集（現地閲覧資料17）は現地閲覧資料とする。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 準学士課程に関しては、各学年の単位取得状況は非常に良好である。GPA分布表を分析すると、

一部のクラスで半数以上がＢ評価（３．０）未満という状況になっているが、概ね半分以上の学生

がB以上の評価を得ている。専攻科課程に関しては、修了生の学士取得状況は非常に良好であり、

修了生はTOEICにおいてほぼ400点以上を得点している。また、特別研究の受賞状況は非常に優れた

ものである。 

 以上により、各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力について、

教育の成果や効果が上がっている。 
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観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況） 

準学士課程に関しては、卒業生の就職・進学者数および求人倍率の表（資料６－１－③－１）より、

就職・進学の決定率が非常に高く、求人倍率も非常に高いことがわかる。卒業生の企業別就職者数一

覧表（資料６－１－③－２）に示すとおり、多くの学生が各学科の専門性が活かせ、ものづくりを実

践する企業に就職している。また、卒業生の教育機関別進学者数一覧表（資料６－１－③－３）より、

卒業生が各学科の専門分野についてさらに学習・研究できる大学に進学する結果となっている。 

専攻科修了生の就職進学率･求人倍率の表（資料６－１－③－４）より、専攻科課程に関しても就

職・進学の決定率が非常に高く、求人倍率も非常に高い結果となっている。また、修了生の企業別就

職者数一覧表（資料６－１－③－５）、および、修了生の教育機関別進学者数一覧表（資料６－１－

③－６）からも各専攻の専門性が発揮できる企業あるいは大学院に進んでいることがわかる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

卒業生・修了生の就職・進学の決定率は非常に高く、求人倍率も非常に高い。また、卒業生・修了

生の就職･進学先を細かく分析すると、それぞれの学科・専攻で学んだ専門性を活かすことのできる

企業あるいは大学・大学院となっている。 

以上より、就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して、教育の

目的において意図している養成しようとする人材像等について、教育の成果や効果が上がっている。 
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観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

 卒業時・修了時に達成度に関するアンケート実施している（資料６－１－④－１、２）。各学科

・各専攻の学習・教育目標に共通する以下の６項目、すなわち、「１．技術者としての自律的な行

動規範」、「２．日本語およびコミュニケーション」、「３．基礎学力および専門分野学力」、

「４．グループ活動における協調性とリーダーシップ」、「５．継続的な自己啓発能力」、「６．

ものづくり技術者」に関して身につけた能力について、「高い」「やや高い」「普通」「やや低

い」「低い」の５段階で達成度を評価させている。これらの結果によると、準学士課程では、いず

れの項目においても７割以上が「高い」～「普通」と答えているが、専攻科修了生の回答では、

「２．日本語およびコミュニケーション」および「４．グループ活動における協調性とリーダーシ

ップ」の項目で、「やや低い」「低い」と答えた学生が全体のほぼ半数に上っていることがわかる。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 卒業時・修了時に実施した達成度に関するアンケート結果によると、卒業時にはいずれの項目に

おいても良好な結果が得られているため、教育の成果や効果が上がっていると考えることが出来る

が、修了時においては、「２．日本語およびコミュニケーション」および「４．グループ活動にお

ける協調性とリーダーシップ」の項目で、「やや低い」「低い」と答えた学生が全体のほぼ半数に

上った。今後これらの能力の向上を図る必要があるが、それ以外の技術者としての本質的な能力、

特に、「ものづくり技術者」という観点での資質･能力の達成度に対する評価は高くなっている。

学生が行う学習達成度評価の結果から判断すると、教育の成果や効果が上がっていると考えてよい。 
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観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付

けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。

また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では、在学時に身に付けた学力や資質・能力等に関するアンケートを実施している。専攻科修

了生に対するアンケート結果（資料６－１－⑤－１）では、学習･教育目標に関連する「２．日本語

およびコミュニケーション」、「４．グループ活動における協調性とリーダーシップ」に関して身に

つけた能力はやや低いが、「１．技術者としての自律的な行動規範」、「３．基礎学力および専門分

野学力」、「６．ものづくり技術者」に関して身につけた能力については比較的高いと感じている。

このように専門分野での達成度は高く、全体として教育の成果や効果は上がっている。 

企業アンケートの結果（資料６－１－⑤－２）では、多くの企業が本校の学習･教育目標が社会の

要請を満たす技術者の育成に適切であると評価している。このことと本校の高い求人倍率等（資料６

－１－③－１、資料６－１－③－４）から、本校では学習･教育目標に合致した学生を育成できてい

ると考えられ、全体として教育の成果や効果は上がっているといえる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、卒業（修了）生や進路先の企業に対し、アンケートを実施している。その結果として、

日本語およびコミュニケーション能力、および、グループ活動における協調性とリーダーシップに関

する評価がやや低いが、それ以外の項目に関する評価は良好であり、全体として肯定的な評価である。

以上より、教育の成果や効果が上がっていることがわかる。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 修了生の学位取得状況、TOEIC得点状況が優れている。 

・ 卒業生･修了生の進学・就職状況が優れている。 

・ 求人倍率が高い。 

 

（改善を要する点）  

 ・一部のクラスにおいて、ＧＰＡ分布がＢ評価（３．０）未満の学生が半数を超える 

・「日本語およびコミュニケーション」および「グループ活動における協調性とリーダーシップ」

の能力の向上を図る必要がある。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

準学士課程では、運営会議（学年課程修了認定）・運営会議（卒業判定）において、進級･卒業等

の基準に則って進級･卒業の判定をしており、準学士課程の学習・教育目標を達成している状況を評

価する取り組みが適切に行われている。専攻科課程では、単位取得状況だけではなく、ポートフォリ

オによって学習･教育目標を達成するために必要な科目の単位を取得しているかどうかを評価し、修

了を判定している。ここでも学習・教育目標を達成している状況を評価する取り組みが適切に行われ

ている。なお、この学習・教育目標は本校の目的に沿った学生の育成を念頭に掲げられたものである。 

準学士課程に関しては、各学年の単位取得状況はおおむね良好である。GPA分布状況は一部のクラ

スで改善が必要であるものの概ね良好である。専攻科課程に関しては、修了生の学士取得状況は非常

に良好であり、修了生はTOEICにおいてほぼ400点以上を得点している。また、特別研究の受賞状況は

非常に優れたものである。各学年修了時や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質

・能力について、教育の成果や効果が上がっている。 

卒業生・修了生の就職・進学の決定率、および、求人倍率は非常に高い。また、各学科・各専攻の

学生の進路は、それぞれの学科・専攻で学んだ専門性を活かすことのできる企業あるいは大学・大学

院となっており、実績や成果から判断して、教育の成果や効果が上がっているといえる。 

卒業時・修了時に実施した達成度に関するアンケート結果によると、「日本語およびコミュニケー

ション」および「グループ活動における協調性とリーダーシップ」の能力の向上を図る必要があるも

のの、技術者としての本質的な能力、特に「ものづくり技術者」という観点での資質･能力の達成度

に対する評価は高くなっており、学生の学習達成度評価の結果から判断すると、教育の成果や効果が

上がっている。 

本校では、卒業生･修了生、進路先の企業に対しアンケートを実施している。その結果から判断し

て、本校の学生が在学時に身に付けた学力や資質・能力等の水準は高く、本校の教育の成果や効果が

上がっているといえる。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況）  

本校では、準学士課程１年生に対し、校内研修と合宿研修（資料７－１－①－１）をあわせて計4

日間のガイダンスを実施している。専攻科生に対しては、入学式当日、専攻科1年生に対してガイダ

ンスを行っている（資料７－１－①－２）。これらのガイダンスは原則全員参加で適切に実施されて

おり、合宿研修における作文（現地閲覧資料108）に見られるように、学生の満足度は高い。その他、

学習・教育目標に関するガイダンスが、実施されている（資料７－１－①－３）。 

学生に対する、相談･助言に関しては、担任（正副）、学級指導教員（正副）、専攻科主任･副主任

による体制（資料７－１－①－４）と科目担当教員による体制がある。担任等は手引き（前掲の資料

５－４－①－２）に従って、丁寧な指導を実施している。科目担当教員による指導体制としては、オ

フィスアワーが設定され、シラバスに記載（平成１９年度から学生便覧に記載）することにより学生

に周知されている（資料７－１－①－５）。本校の学生は、オフィスアワーに限らず、教員室に質問

に行く習慣ができている。試みに作成してもらった対応記録例（現地閲覧資料を参照）を見てもこの

体制はよく機能している。 

その他、本校ではモバイルキャンパス（資料７－１－①－７）を導入して、メールによる連絡、指

導体制も確立している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では、準学士課程１年生と専攻科１年生の全員に対して、ガイダンスを適切に実施しており、

学生の満足度も高い。その他の学年に対しても、学習・教育目標に関するガイダンスが実施されてい

る。 

学生に対する、相談･助言に関しては、担任、学級指導員、専攻科主任･副主任が、手引きに従って、

丁寧な指導を実施している。さらに、科目担当教員による体制として、オフィスアワーが設定されシ

ラバスまたは学生便覧に記載されている。本校の学生は、オフィスアワーに限らず、教員室に質問に

行く習慣ができており、この体制はよく機能している。その他、本校ではモバイルキャンパスによる

連絡、指導体制も確立している。 

以上により、学習を進める上でのガイダンスが整備され、適切に実施されている。また、学生の自

主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され、機能している。 
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観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び

厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，

効果的に利用されているか。 

 

（観点に係る状況）  

自主的学習環境として、本校では、図書館、コンピュータ演習室、実習工場、自学自習室がある。

図書館の整備状況および利用規定を資料７－１－②－１、利用者数を資料７－１－②－２、パンフレ

ットを資料７－１－②－３に示す（現地閲覧資料109）。コンピュータ演習室の整備状況および利用

規定を資料７－１－②－４、利用状況を資料７－１－②－５に示す。また実習工場の整備状況および

利用規定等を資料７－１－②－６、利用状況を資料７－１－②－７に示す。 

図書館では、図書館所蔵の各種資料の閲覧・貸出、所蔵しない資料の取り寄せ（各大学・研究機関

などとの相互貸借協力）、及び電子ジャーナルの閲覧、インターネットによる情報収集ができるよう

学生の希望に反映して整備をしている。また、新入生オリエンテーション実施の際には図書館利用案

内を配布し、学生が自学自習できるように VOD システム用パソコン（５台）と、基本ソフトが入った

パソコン（１５台）を設置するとともに、平日は夜 20 時まで、土曜日は 17 時まで開館時間を延長し

ているため、学生の学習環境としてよく利用されている。 

コンピュータ演習室は、現在、第１演習室と第３演習室の２部屋で運営されている。それぞれの部

屋に５０台のＰＣが配置され、Windows系のアプリケーションが利用可能である。プログラミング言

語演習、コンピュータリテラシ教育、機械系ＣＡＤ教育、英語教育等に利用されている。 

実習工場では、機械工作技術の実技指導を行っており、低学年は鋳造、CAD/CAM、溶接、研削、切

削、仕上げに関する基礎技術、高学年は先進加工技術に通じるNC加工機(マシニングセンタ、放電加

工機、NCフライス、NC旋盤)を利用した応用技術の指導を行っている。また、実験装置の試作、卒業

研究や課外活動(体験教室・ロボコンゼミ等)の補助を行っている。また、ホームルーム教室等も、放

課後の自主学習スペースとして利用されている。 

自学自習室は平成１９年２月から新しく設けた部屋であり、学生が自習のために自由に使うことが

できる（資料７－１－②－１２）。放課後は専攻科の学生がつめているため、わからない点などは専

攻科生に質問することもできる部屋であり、学生の放課後等の自習に役立っている。 

キャンパス生活環境に関する施設は、くぬぎだ会館と生協食堂が挙げられる。くぬぎだ会館の整備

状況および利用心得を資料７－１－②－８に、利用状況を資料７－１－②－９に示す。椚田会館には、

保健室、カウンセリングルーム、売店、学生会室、課外活動室、暗室及び和室が整備されている。こ

れらは、福利厚生施設として、学生の保健衛生と楽器を使用する課外活動及び学生会活動等の目的の

ために有効に利用されている。 

また、食堂の整備状況および利用心得を資料７－１－②－１０に、利用状況を資料７－１－②－１

１に示す。食堂は、昼休みに利用することができ、１３５人が同時に食事できるスペースがある。メ

ニューも、定食、丼物、麺類が数種類あり豊富であり、キャンパス生活環境として有効に利用されて

いる。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 自主的学習環境として、図書館・コンピュータ演習室・実習工場が整備され、効果的に利用され

ている。図書館は、延長開館・利用案内の配布などを行っている。キャンパス生活環境として、く
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ぬぎだ会館と生協食堂が整備され、効果的に利用されている。 

 以上により、自主的学習環境及びキャンパス生活環境等が整備され、効果的に利用されている。 
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観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

 

（観点に係る状況） 

学生のニーズは、ニーズの種類によって、学生図書委員会・くぬぎだ祭実行委員会・寮生会などを

通して把握され、厚生委員会（現在、学生委員会）で審議し対応する。学習支援に関する学生のニー

ズは、主に、担任および学級指導教員・専攻主任･副主任・科目担当教員によって把握される。一例

として、学生会・同好会からあがったニーズについて検討した議事録を資料７－１－③－１に示す。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生のニーズは、学生図書委員会・くぬぎだ祭実行委員会・寮生会、および、担任・学級指導教員

・専攻主任･副主任・科目担当教員によって把握され、実際の対応が機能している。 

以上によって、学習支援に関する学生のニーズは適切に把握されている。 
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観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能してい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

資格試験のための支援としては、TOEICのIPテストの実施 (資料７－１－④－１)、TOEIC400点相当

を専攻科の修了要件にしていること(資料７－１－④－２)、実用英語技能検定･工業英語能力検定に

合格したときの単位認定(資料７－１－④－３)などがある。特に専攻科学生はTOEIC400点相当をクリ

アしており、機能している（資料７－１－④－２）。また、検定試験に関する支援としては、国家試

験の認定などがあげられる(資料７－１－④－４)。 

外国留学のための支援としては、直接的支援ではないが、日豪学生交流(資料７－１－④－５)、日

韓学生交流(資料７－１－④－６)、ヘルシンキ学生交流(資料７－１－④－７)などが上げられる。外

国留学をするときに必要な語学力、国際理解力などをつけることによって、間接的ながら重要な支援

である。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では、TOEICのIPテストを実施し、TOEIC400点相当を専攻科の修了要件にしている。また、実

用英語技能検定･工業英語能力検定に合格したときに単位認定を認定する制度や国家試験の認定など

の制度があり、機能している。外国留学のための支援としては、日豪学生交流、日韓学生交流、ヘル

シンキ学生交流などが実施されている。 

以上により、資格試験や検定試験受講、外国留学のための支援体制が整備され、機能している。 
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観点７－１－⑤： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，編入学生，社

会人学生，障害のある学生等が考えられる。）への学習支援体制が整備されてい

るか。また，必要に応じて学習支援が行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

留学生に対しては、指導教員やチューターによる支援体制を作り実際に機能している（現地閲覧資

料を参照）。留学生に対する特別時間割(前掲の資料５－１－②－５)を編成して、日本語能力の向上

や専門科目の補習を目的とした学習支援が行われている。編入生に対しては、必要に応じて事前指導

が行われる。事例を資料７－１－⑤－２に示す。本校では、ほとんどの場合、３年生に編入するため、

特別の時間割を組む必要はない場合も多いが、必要に応じて支援が行われる。一例として、学習障害

のある学生が入学したときには担任と学生相談室が連携して支援をするようにという指示（資料７－

１－⑤－３）が出されたことがあり、また、実際に支援が行われている（現地閲覧資料206）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

留学生に対しては、指導教員やチューターによる支援体制を作り、留学生に対する特別時間割を編

成して、日本語能力の向上などに向けて、学習支援が行われている。 

以上により、特別な支援を行うことが必要と考えられる者への学習支援体制が整備され、必要に応

じて学習支援が行われている。 
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観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能し

ているか。 

 

（観点に係る状況）  

クラブ活動や学生会に対する支援としては、教員による人的支援、後援会による資金面における支

援、活動場所の提供など施設面での支援などがある。教員による人的支援としては、クラブ顧問と学

生会の指導を担当する教員が任命され支援体制が整備されている（資料７－１－⑥－１、資料７－１

－⑥－２）。また、例えば地区大会の引率など（資料７－１－⑥－３）の例から明らかなように、支

援体制が実際に機能している。資金面における支援としては、後援会による補助の体制が整備され機

能している（現地閲覧資料を参照）。施設面の支援としては、学生会室と部室が用意され（資料７－

１－⑥－５）、支援体制が整備されると共に、部室の利用状況から見て良く機能している（資料７－

１－⑥－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

クラブ顧問と学生会の指導を担当する教員が任命され人的支援体制が整備されており、引率などに

おいてこの体制が機能している。資金面における支援としては、後援会による補助の体制が整備され

機能している。また、学生会室と部室が用意され良く利用されている。 

以上により、学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され、機能している。 
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観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

 

（観点に係る状況）  

生活指導全般に関することは教育便覧に記載（資料７－２－①－１）されており、担任・学級指導

教員がこれに当たり学生主事が統括している。担任・学級指導教員による生活指導は、必要に応じて

保護者とも緊密に連携をとり、きめ細かく行っている。その一例を資料７－２－①－２に示す。 

精神面での相談･助言をする体制としては、学生相談室が設置されており、専門知識を持つカウン

セラー２名が対応している（資料７－２－①－３）。健康面での相談･助言をする体制としては、保

健室が整備（資料７－２－①－４）されており、常時、看護師が相談に当たっている。また、資料７

－２－①－３と資料７－２－①－４から、両体制ともよく機能している。セクシャルハラスメントに

対しては相談窓口が設置されており（資料７－２－①－５）、同資料は学生便覧にも掲載され、学生

に周知されている。 

経済面での支援としては、奨学金の推薦と授業料免除の体制が整備され、学生便覧に記載すること

により、学生に周知されている（資料７－２－①－６）。利用実績（資料７－２－①－７）から、こ

の支援体制も機能している。 

就職等に係わる指導・相談・助言を行う体制としては、学科による就職の斡旋などの体制が内規

（資料７－２－①－８）に定められており、実際に機能し、高い実績をあげている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

生活指導全般については、担任・学級指導教員がこれに当たり学生主事が統括して、きめ細かく行

っている。精神面での相談･助言をする体制としては、学生相談室が設置され、専門知識を持つカウ

ンセラー3名が対応している。健康面での相談･助言をする体制としては、保健室が整備されており、

常時、看護師が相談に当たっている。学生相談室、保健室ともよく利用されている。セクシャルハラ

スメントに対しては相談窓口が設置されており、学生便覧に記載することにより周知されている。経

済面での支援としては、奨学金の推薦と授業料免除の体制が整備され、学生便覧に記載することによ

り学生に周知され、利用されている。 

就職等に係わる指導・相談・助言を行う体制としては、学科による就職の斡旋などの体制があり非

常に高い実績を上げている。 

以上により、学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され、機能している。 
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観点７－２－②： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害のある学

生等が考えられる。）への生活支援等を適切に行うことができる状況にあるか。

また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

留学生に対しては、指導教員とチューターが配置され生活面での支援に当たっており、その活動は

有効に行われている（現地閲覧資料を参照）。また、留学生のための施設として、留学生室（資料７

－２－②－１）と寮が整備されている。寮には、宗教上の理由で食堂や風呂を利用できない留学生の

ために、補食室とシャワーも完備している（資料７－２－②－２）。また、インターネットを利用で

きるようパソコンも設置されている。 

Ｈ１８年度現在、在校生の中に障害を持った学生はいないが、今後必要になることが予想されるた

め、施設のバリアフリー化を進めている。現状では、第７棟・第８棟のエレベーター、第５棟・第８

棟の身障者用トイレのほか、数箇所に設置されたスロープなどがある（資料７－２－②－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

留学生に対しては、指導教員とチューターが配置され生活面での支援に当たっており、その活動は

有効に行われている。また、留学生のための施設として、留学生室と寮が整備されている。寮には、

宗教上の理由で食堂や風呂を利用できない留学生のために、補食室とシャワーも完備しており、イン

ターネットも利用できる。 

施設のバリアフリー化については、第７棟・第８棟のエレベーター、第５棟・第８棟の身障者用ト

イレのほか、数箇所に設置されたスロープなどがある。 

以上により、特別な支援を行うことが必要と考えられる者への生活支援等を適切に行うことができ

る状況にある。また、必要に応じて生活支援等が行われている。 
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観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

 

（観点に係る状況）  

学生寮が設置されており（資料７－２－③－１）、２００名弱の学生が利用している。管理体制と

しては、寮務委員会と学生課学生生活係が協力して当たっている（資料７－２－③－２）。勉学を支

援するための自習室、快適な寮生活を送るための談話室・補食室なども整備されている（資料７－２

－③－３）。同時に、規律正しい生活を送るよう指導するために、ポイント制を採用している（資料

７－２－③－４）。 

勉学の場として有効に機能するための体制としては、学習時間を設定し、舎監がマニュアルにした

がって指導を行う体制を敷いている。平成１８年度からは寄宿舎指導員を雇い舎監と協力して指導に

あたっている。また、専攻科生のチューター制度も導入した（資料７－２－③－５）。欠課･欠席が

多い学生への寮務委員会の指導体制（資料７－２－③－６）も整備されている。また、体調不良のた

め欠席する寮生についての情報を、学生生活係が毎朝、担任・学級指導教員に電話連絡している。さ

らに、学習指導時間を遵守させるために、舎監による指導（資料７－２－③－５）を行っている。こ

の結果、寮は勉学の場として有効に機能しており、寮生の成績は通学生の成績に引けをとらないこと

が資料７－２－③－７の分析結果からもわかる。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学生寮の管理は、寮務委員会と学生課学生生活係が協力して当たっている。自習室・談話室・補食

室なども整備されて、生活環境・学習環境が整備されている。勉学の場として有効に機能するための

体制としては、ポイント制の採用・学習時間の設定・舎監と寄宿舎指導教員および寮務委員会の連携

による指導体制などがあげられる。また専攻科生チューターの役割も大きい。更に、学習指導時間を

遵守させるために、舎監および寄宿舎指導員による指導を行っている。この結果、寮は勉学の場とし

て有効に機能しており、寮生の成績は通学生の成績に引けをとらない。 

以上により、学生寮が整備され、学生の生活及び勉学の場として有効に機能している。 
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観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

 

（観点に係る状況）  

就職や進学の進路指導については、学科長と５年生の学級指導教員が連携し、必要に応じて各学科

で進路指導資料（例えば資料７－２－④－１）を作成するなどして、きめ細かく指導している。特に

就職に関しては、就職を斡旋する形をとっており、非常にきめ細かい進路指導体制となっている（前

掲の資料７－２－①－８)。就職のための指導の一環として、進路指導オリエンテーション（資料７

－２－④－２）を開催し、進路に関する資料を収集して学生が利用できるようにしている（資料７－

２－④－３）。また、外部講師を招請して進路指導講演会（資料７－２－④－４）を毎年開催してい

る。その結果、非常に高い就職率と進学率を実現しており、内容的にも就職進学の状況は非常に優れ

ている（前掲の資料６－１－③－１、資料６－１－③－２、資料６－１－③－３、資料６－１－③－

４、資料６－１－③－５、資料６－１－③－６）。 

その他、準学士課程から大学への推薦入学制度に加え、専攻科課程においては、早稲田大学大学院

・北陸先端科学技術大学院大学との間で、大学院への推薦入学の協定（資料７－２－④－５）を結ぶ

などして進学の支援をしている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

進路指導については、学科長と5年生の学級指導教員が連携してきめ細かく指導している。進路に

関する説明会の開催、進路に関する資料の収集と閲覧、外部講師による進路指導講演会の開催などを

実施している。その結果、非常に高い就職率と進学率を実現しており、内容的にも就職進学の状況は

非常に優れている。その他、専攻科課程においては、早稲田大学大学院・北陸先端科学技術大学院大

学との間で、推薦入学の協定を結ぶなどして進学の支援をしている。 

以上により、就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され、機能している。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ ガイダンスの一環としての合宿研修は学生の評価が非常に高い。 

・ 図書館の整備状況と利用状況が優れている。 

・ 海外学生交流は規模と歴史の両面で優れている。 

・ 学生相談室・保健室・学生課と担任・学級指導教員との連携が良い。 

・ 大学院推薦入学協定など進路に関する支援体制が整っている。 

 

（改善を要する点）  

・特になし 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

 本校では、準学士課程１年生と専攻科1年生の全員に対して、ガイダンスを適切に実施しており、

特に合宿研修に対する学生の満足度は高い。その他の学年に対しても、学習・教育目標に関するガ

イダンスが実施されている。 

 学生に対する、相談･助言に関しては、担任、学級指導教員、専攻科主任･副主任が、丁寧な指導

を実施している。さらに、科目担当教員による相談･助言の体制として、オフィスアワーが設定さ

れシラバスに記載されている。本校の学生は、オフィスアワーに限らず、教員室に質問に行く習慣

ができており、この体制はよく機能している。その他、本校ではモバイルキャンパスによる連絡、

指導体制も確立している。 

 自主的学習環境として、図書館・コンピュータ演習室・実習工場が整備され、効果的に利用され

ている。図書館は、延長開館・利用案内の配布などを行っている。キャンパス生活環境として、く

ぬぎだ会館と食堂が整備され、効果的に利用されている。 

学生のニーズは、学生図書委員会・くぬぎだ祭実行委員会・寮生会、および、担任・学級指導教

員・専攻主任･副主任・科目担当教員によって把握される。 

 留学生に対しては、留学生に対する特別時間割を編成して支援体制を作り、日本語能力の向上や

専門科目の補講を目的として、学習支援が行われている。 

 クラブ顧問と学生会指導担当教員が任命され、日常的な指導のほか、引率などを行っている。資

金面では、後援会による補助が実施されている。また、学生会室と部室が用意され良く利用されて

いる。 

 生活指導全般については、学生主事のもと担任および学級指導教員がこれに当たり、きめ細かく

行っている。また、学生相談室と保健室が設置され、専門知識を持つカウンセラー３名と看護師が

相談に当たっている。学生相談室、保健室ともよく利用されている。セクシャルハラスメントに対

しては相談窓口が設置されている。さらに、奨学金の推薦と授業料免除の制度が学生に周知されて

おり、利用されている。 

 留学生に対しては、指導教員とチューターが配置され生活面での支援に当たっており、その活動

は有効に行われている。また、留学生のための施設として、留学生室と寮が整備されている。寮に

は、宗教上の理由で食堂や風呂を利用できない留学生のために、補食室とシャワーも完備しており、

インターネットも利用できる。 

 施設のバリアフリー化については、第７棟・第８棟のエレベーター、第５棟・第８棟の身障者用
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便所、数箇所に設置されたスロープなどが設置されている 

 学生寮の管理運営は、寮務委員会と学生課学生生活係が協力して担当している。自習室・談話室

・補食室なども整備されて、生活環境・学習環境が整備されている。勉学の場として有効に機能す

るための体制としては、ポイント制の採用・学習時間の設定・寮務委員会の生活指導体制などがあ

げられる。また、学習指導時間を遵守させるために、舎監・寄宿舎指導員による指導を行っている。

この結果、寮は勉学の場として有効に機能しており、寮生の成績は通学生の成績に引けをとらない 

 進路指導については、学科長と５年生の学級指導教員が連携してきめ細かく指導している。進路

に関する説明会の開催、進路に関する資料の収集と閲覧、外部講師による進路指導講演会の開催な

どを実施している。その結果、非常に高い就職率と進学率を実現しており、内容的にも就職進学の

状況は非常に優れている。その他、専攻科課程においては、早稲田大学大学院・北陸先端科学技術

大学院大学との間で、推薦入学の協定を結ぶなどして進学の支援をしている。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，校

地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のた

めの施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教育

のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されている

か。また，施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

（観点に係る状況）  

 本校は、平成１６年度に専攻科総合教育棟が新設され、寮の改修も行われた。現在の施設・設備

は、資料８－１－①－１および資料８－１－①－２に示した状況である。校地・運動場・校長室・

教員室・会議室・事務室・教室・研究室・図書館・保健室・学生控室・体育館・寄宿舎・課外活動

施設・椚田会館・情報処理のための演習室・LL教室・実習工場などが整備されており、面積などを

含め、整備状況は高等専門学校設置基準(第22条) (第23条) (第24条) (第25条) (第26条) (第27

条)に適合している。 

 本校の学習・教育目標に対応した施設として、体育施設(資料８－１－①－３)、教室およびゼミ

室（資料８－１－①－３，４）、研究室（資料８－１－①－５）、実験室等（資料８－１－①－

６）、コンピュータ演習室（資料８－１－①－７）、LLおよびAV教室（資料８－１－①－８）、図

書館（資料８－１－①－９）、実習工場（資料８－１－①－１０）が整備されており、その整備状

況は、本校の教育課程の実現にふさわしい施設設備である。特徴ある施設としては次のものが挙げ

られる。 

図書館は、工学に関する専門図書にとどまらず幅広い分野の蔵書を有しており、各種資料の閲覧

・貸出し・所蔵しない文献の取り寄せ、電子ジャーナルの閲覧なども可能である。その他、自習室

やパソコンなども整備されている。また、平日は20時まで、土曜日も17時まで開館しており、学生

の幅広いニーズに答えることが可能である。 

LL教室は図書館棟の一角に位置しており、学生が図書やAV資料を借りるなどの日常的な学習活動

と密接に関連付けられているのが特徴である．教室内も広いスペースが確保されており、一クラス

40名程度の学生数には十分である．LL機器の更新も近々予定されている． 

実習工場は、基準７で示したように本校の実習で不可欠な機器を取り揃えており、授業内で行う

実習だけでなく、卒業研究やロボコンの課外活動などにおいても、利用申請すれば時間外でも利用

できるような体制をとっており、学生の幅広いニーズに対応することができる仕組みになっている。 

 

 有効に活用されているかという観点では、教室はもちろんのこと、演習室、実験室、ゼミ室、LL

教室、実習工場などの施設も、授業でよく利用されており（資料８－１－①－11）、教育課程の実

現に貢献している。また、図書館、演習室、実習工場などが学生の自主的学習環境としてよく利用

されている（資料８－１－①－12、資料８－１－①－13、ただし実習工場の利用状況については現

地閲覧資料を参照）。特に実習工場は５月から１０月にかけて週１０時間ロボコンで使用、そのほ

か卒研などで年間４３５時間の利用がある。 

 また、本校では、安全衛生管理規定を設け（資料８－１－①－14）、パトロールを実施するなど

（資料８－１－①－15）、安全を重視した管理体制をとっている。特に、実習工場では、安全を確

保するための十分な対策を実施している。さらに、本校は、環境モデル校として、環境に配慮した



東京工業高等専門学校 基準８ 

 428

活動を実施している（資料８－１－①－16）。 

 現在、施設のバリアフリー化をさらに推進しているところである。現状では、第７棟・第８棟の

エレベーター、第５・８棟の身障者用便所、数箇所に設置されたスロープなどが設置されている

（前掲の資料７－２－②－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

  専攻科総合教育棟が新設され、寮の改修も行われた。施設・設備の整備状況は高等専門学校設

置基準(第22条) (第23条) (第24条) (第25条) (第26条) (第27条)に適合している。 

 また、本校の学習・教育目標に対応した施設が整備されており、その整備状況は、本校の教育課

程の実現にふさわしい施設設備である。特に図書館の整備状況は良く、学生の自主的学習環境とし

てよく利用されている。演習室、実験室、ゼミ室、LL教室、実習工場などの施設も、授業でよく利

用されており、教育課程の実現に貢献している。また、図書館、演習室、実習工場は授業時間外の

利用も可能であり学生の多様なニーズに対応している。 

 また、本校では、安全パトロールを実施するなど、安全を重視した管理体制をとっている。さら

に、環境モデル校として、環境に配慮した活動を実施している。 

バリアフリー化は、現在、さらに推進しているところである。現状では、第７棟・第８棟のエレ

ベーター、第５・８棟の身障者用便所、数箇所に設置されたスロープなどが設置されている。 

 以上により、学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備が整備され、有効

に活用されている。また、施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準８ 

 456

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリテ

ィ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では、学内ＬＡＮによる情報ネットワークが構築され、演習室、卒研室、図書館などにおいて、

学生が利用することができる（資料８－１－②－１）。また寮では学内ＬＡＮとは別に寮生会で独自

にＡＤＳＬ回線を契約して使用しているため、寮務委員会が中心となって運営のための支援を行って

いる。この学内ＬＡＮ情報ネットワークは、教育課程を実現するためのニーズを満たしており（演習

室の授業における利用状況に関する前掲の資料８－１－①－11）、また、学生の学習に関するニーズ

を満たしている。特に、図書館が20:00まで開館しているため、図書館での情報ネットワークの利用

は、利用時間に関する学生のニーズを満たしている。 

情報ネットワークのセキュリティに関しては、ネットワーク管理専門委員会が設置され（資料８－

１－②－２）、セキュリティ・ポリシーに従って運用している（資料８－１－②－３）。これにより

十分なセキュリティが確保されている。また、セキュリティを高める努力として、情報倫理教育がな

されている（資料８－１－②－４）。 

また、情報ネットワークは、授業において（前掲の資料８－１－①－11）、また、授業外の自主学

習において（資料８－１－②－５）、よく利用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学内LANによる情報ネットワークが構築され、演習室、卒研室、図書館などにおいて、学生の利用

に供している。この情報ネットワークは、教育課程を実現するためのニーズを満たしており、また、

学生の学習に関するニーズを満たしている。特に、図書館が20:00まで開館しているため、利用時間

に関する学生のニーズも満たしている。 

情報ネットワークのセキュリティに関しては、セキュリティ・ポリシーに従って管理している。こ

れに加えて、情報倫理教育を実施しているため、十分なセキュリティが確保されている。 また、情

報ネットワークは、授業内外においてよく利用されている。 

以上により、教育内容・方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリティ管理

の下に適切に整備され、有効に活用されている。 
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観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

 図書館には、図書・学術雑誌・視聴覚資料などが系統的に整備されているほか、多くの電子ジャ

ーナルを利用することができる（資料８－２－①－１）。図書の整備が教育課程を実現するために

適切なものとなるよう、新たに整備する図書には教員・技術職員、および、学生の希望を反映させ

ている（資料８－２－①－２）。学生の希望は、学生図書委員を通して、または、図書館職員をと

おして、図書委員会（教職員組織）で審議されるが、特に不適切でない限り学生の希望に沿った形

で図書が購入される（資料８－２－①－３）。 

 図書館はよく利用されており（資料８－２－①－４）、電子ジャーナルもよく利用されている

（資料８－２－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 図書館には、図書・学術雑誌・視聴覚資料などが系統的に整備されているほか、多くの電子ジャ

ーナルを利用することができる。学生希望図書の制度があり、学生の希望を反映した図書の整備が

行われている。また、図書館はよく利用されており、電子ジャーナルもよく利用されている。 

 以上により、図書・学術雑誌・視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され、

有効に活用されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 本校では、直接教育に係わる施設に力を入れて整備している。 

・ 特に図書館、演習室、実習工場では授業時間外の利用を可能として学生の多様なニーズに対応

できる仕組みになっている。 

・ 安全衛生・環境に配慮した管理体制が実施されている。 

・ 図書館の整備状況は良好であり、利用状況も優れている。 

 

（改善を要する点）  

 

（３）基準８の自己評価の概要 

 専攻科総合教育棟が新設され、寮の改修も行われた。施設・設備の整備状況は高等専門学校設置

基準(第22条) (第23条) (第24条) (第25条) (第26条) (第27条)に適合している。本校の施設は、

学習・教育目標に対応しており、本校の教育課程の実現にふさわしい。図書館は、学生の自主的学

習環境としても、よく利用されている。演習室、実験室、ゼミ室、LL教室、実習工場などの施設も、

授業でよく利用されており、教育課程の実現に貢献している。 

 また、本校では、安全パトロールを実施するなど、安全・環境を重視した管理体制をとっている。

バリアフリー化に関しては、第７棟・第８棟のエレベーター、第８棟の身障者用便所、スロープな

どが設置され、今後、さらに推進していく予定である。 

 学内LANによる情報ネットワークが構築され、演習室、卒研室、図書館などにおいて、学生の利

用に供している。この情報ネットワークは、教育課程を実現するためのニーズを満たしており、ま

た、学生の学習に関するニーズを満たしている。情報ネットワークのセキュリティに関しては、セ

キュリティ・ポリシーに従って管理している。これに加えて、情報倫理教育を実施しているため、

十分なセキュリティが確保されている。また、情報ネットワークは、授業内外においてよく利用さ

れている。 

 図書館には、図書・学術雑誌・視聴覚資料などが系統的に整備されているほか、多くの電子ジャ

ーナルを利用することができる。学生希望図書の制度があり、学生の希望を反映した図書の整備が

行われている。また、図書館はよく利用されており、電子ジャーナルもよく利用されている。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 

教育活動の実態を示すデータは、学籍・成績などに関するデータと授業実施記録(答案など)・授業

改善記録がある。前者については、学生課において資料９－１－①－１に従い、適切に収集・蓄積さ

れている（現地閲覧資料207）。後者については、教務委員会および自己点検評価委員会（ＪＡＢＥ

Ｅ専門委員会）の取り決め（資料９－１－①－２、資料９－１－①－３）により、電子媒体として適

切に収集蓄積されている（現地閲覧資料101）。 

教育活動の実態を示すデータの評価は、ＪＡＢＥＥ専門委員会、教務委員会（資料９－１－①－

４）、専攻科委員会（資料９－１－①－５）、運営会議（資料９－１－①－６）、入試企画室（資料

９－１－①－７）、で連携して行われる。また必要に応じてワーキンググループを発足させ、改善を

図っている。例えば資料９－１－①－８のように、平成１９年度からのシラバスに関するシステムに

ついての検討を行い実施している。 

授業アンケートを基にした評価の結果は本校の自己点検評価書である参与会報告に記載されている

（後掲の資料９－１－②－２、現地閲覧資料８～１０）。また、成績資料に基づく、入試企画室の評

価結果は、入試方法の改善に活かされている（前掲の資料４－２－②－３、４－２－②－４）。本校

では、「明日を拓く指標」「明日を拓く指標第2号」「参与会報告書(第1回･第2回)」「参与会報告書

(第３回)」「参与会報告書(第４回)」が自己点検・評価報告書に相当する。（現地閲覧資料６～１

０） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学籍・成績などに関するデータは、学生課において適切に収集・蓄積されている。授業実施記録

(答案など)・授業改善記録は、ＪＡＢＥＥ専門委員会等の決定方針に従い電子媒体として適切に収集

蓄積されている。 

教育活動の実態を示すデータの評価は、ＪＡＢＥＥ専門委員会、教務委員会、専攻科委員会、運営

会議、入試企画室で連携して行われる。評価の結果は本校の自己点検評価書である参与会報告に記載

されている。 

以上により、教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積され、評価を適切に実施でき

る体制が整備されている。 
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観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反

映されているか。 

 

（観点に係る状況） 

学生の授業アンケートが実施され、平成１８年度からは自由記述欄を新たに設けた（資料９－１－

②－１）。授業アンケートの結果、および、分析結果は本校の自己点検評価書である参与会報告に記

載されている（資料９－１－②－２、現地閲覧資料８～１０）。このようにして、学生の意見の聴取

は継続的に行われ、自己点検・評価書に適切に反映されている。また、アンケートを授業改善に生か

すため、各教員は、授業改善記録を答案と共に保存している（資料９－１－②－３、現地閲覧資料

101）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の授業アンケートが実施され、平成１８年度からは自由記述欄を新たに設けた。授業アンケー

トの結果、および、分析結果は本校の自己点検評価書である参与会報告に記載されている。また、各

教員は授業改善記録を作成し、個々にも自己点検・評価を行っている。 

以上により、学生の意見の聴取が行なわれており、教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形

で反映されている。 
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観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）

の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

 

（観点に係る状況） 

学校教育法第69条の3に定める自己点検・評価報告書は、本校では、「明日を拓く指標」「明日を

拓く指標第2号」「参与会報告書(第1回･第2回)」「参与会報告書(第３回)」「参与会報告書(第４

回)」という名称で発行されている。学外者の意見は適宜聴取され、本校の自己点検・評価報告書に

記載されている（資料９－１－③－１、現地閲覧資料６～１０）。専攻科修了生・準学士課程卒業生

に対する最新のアンケート結果および過去の専攻科修了生に対するアンケート結果は、資料９－１－

③－２に示したとおりである。このアンケートは、機構の実施するアンケートに追加する形で実施さ

れた。企業に対する最新のアンケート結果は、資料９－１－③－３に示したとおりである。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学外者の意見は適宜聴取され、本校の自己点検・評価報告書に記載されている。卒業生・修了生に

対するアンケートは、機構の実施するアンケートに追加する形で実施される。 

以上により、学外関係者の意見が、教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されてい

る。 
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観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生に

よる達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付けら

れるようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策

が講じられているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校における教育の質の向上・改善に関するシステムは資料９－１－④－１のように整備されてい

る。このシステムによって教育課程の見直しなどが行われた具体例として本校におけるくくり相当入

試の例を示す。後掲の資料１１－３－②－１に示す参与会報告において、「高専入学時の学科選択は

中学３年生にとって難しい」という意見が出され、これを受けて本校では、最も関連性の深い教務委

員会において、入学後の教育課程も視野にいれて、くくり相当入試に関する検討を行った（資料９－

１－④－２）。これらの結果は本校の意志決定機関である校務執行会議および運営会議を経て了承さ

れ、平成１７年度から実施された。実施にあたっての具体的な新入生の指導や２年進級時の学科配属

の運用を円滑に行うため、基礎教育委員会が設置（資料９－１－④－３）され、同委員会と教務委員

会とが連携をはかって実施された（資料９－１－④－４）。 

 また、くくり相当入試開始の２年後の運営会議（修了判定）において、学年末の成績から、進級基

準の見直しに関する検討を行うべきであるという意見が出され（資料９－１－④－５）、教務委員会

において審議中である（資料９－１－④－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では、各種の評価を教育の質の向上および改善に結びつけられるようなシステムが整備されて

いる。また、そのようなシステムが機能して教育課程などの改善に結びついた例として、くくり相当

入試制度がある。また、その制度の実施状況から、更なる改善を検討している。 

平成１９年度から、教育の改善に関するPlanステージを強化するため、新しく教育改善委員会を発

足しており、教育の質の向上および改善に関するシステムそのものの改善も実施している。 

 以上により、教育の質の向上、改善に結び付けられるようなシステムが整備され、継続的な方策が

講じられている。 
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観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

 

（観点に係る状況） 

各教員の自己評価は集計した後、教員の質の向上と授業改善に資するため、平均値のグラフと共に

各教員にフィードバックされる（資料９－１－⑤－１）。また、授業評価アンケート結果は集計した

後、授業改善に資するため、各教員にフィードバックされる（資料９－１－⑤－２）。各教員は、授

業アンケート結果に基づき、授業改善案を作成し、授業改善記録（前掲の９－１－②－３、現地閲覧

資料101）として、ウェブ上に保存する。さらに、改善計画に基づきシラバスを変更する（資料９－

１－⑤－３）。 

また、自己評価の結果を教員の質の向上に結びつけるため、各教員は、外部の研究会、研修会に出

席して自己研鑽をしており、その結果、多くの教員が学位を取得するなどしている（現地閲覧資料を

参照）。学校としては、優秀教員評価において、これらの資料を利用している（資料９－１－⑤－５、

資料９－１－⑤－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

各教員の自己評価と授業評価アンケート結果は集計した後、教員の質の向上と授業改善に資するた

め、各教員にフィードバックされる。また、各教員は、授業アンケート結果に基づき、授業改善案を

作成し、授業改善記録として、ウェブ上に保存する。 

また、自己評価の結果を教員の質の向上に結びつけるため、各教員は、外部の研究会、研修会に出

席して自己研鑽をしており、多くの教員が学位を取得するなどの成果を生んでいる。学校としては、

優秀教員評価において、これらの資料を利用している。 

以上により、個々の教員は、評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図るとともに、授業内容

等の継続的改善を行っている。また、個々の教員の改善活動状況を、学校として把握している。 
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観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校においては多くの研究活動が教育の質の改善に寄与している。資料９－１－⑥－１は、近年、

本校教員が発表した論文のうち、教育改善等に関する主なものを抜き出したものである。このように

教育方法等の研究が活発に行われている。また、これらの研究成果は授業改善等に資している。例を

あげると、文献３７の事例では、卒業研究の一貫として開発された教育用計算機システムのＣＰＵシ

ミュレータを授業の場に還元し、実際にものに触れながら直感的に理解しやすい実験教材として授業

改善に役に立っている。その他にも沢山の教育改善事例がある（現地閲覧資料１８）。 

また、専門分野の研究を深めることにより授業改善等に資している近年の事例は資料９－１－⑥－

２の通りである。情報理論、情報通信、信号処理、半導体物性、半導体デバイスなどの授業において

は、専門分野で行われている最先端の研究内容の事例紹介や、実際に専門分野の研究で用いた生のデ

ータを授業で活用することにより、授業改善等に資している。 

このように、教育研究および専門研究は非常に盛んに行われており、その成果は、様々な形で授業

に還元されて、教育の質の改善に寄与している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、資料９－１－⑥－１および資料９－１－⑥－２の事例、および現地閲覧資料18に見られ

るとおり、多くの研究活動が教育の質の改善に寄与している。 
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施さ

れているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では、教育研究会でファカルティ・ディベロップメントが実施されている（資料９－２－①－

１）。その他、学科会議や教科グループやWGにおけるファカルティ・ディベロップメントが実施され

ており、中には外部講師を招いての講演会も開催されている（資料９－２－①－２）。学外の研修会

への参加という方法もとられている。 

教員研究集会での発表が授業改善につながった例としては、実験により原理を理解する方法を取り

いれた物理の例があり（資料９－２－①－３）、教科グループにおけるFDが授業改善につながった例

としては、微分積分の習熟度別授業の例があり（資料９－２－①－４）、WGにおけるFDが授業改善に

つながった例としては、技術者倫理の開講の例があり（資料９－２－①－５）、学外の研修会におけ

るFDが授業改善につながった例としては、TOEICに関する指導の例がある（資料９－２－①－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、教育研究会でファカルティ・ディベロップメントが実施されている。その他、学科会議

や教科グループやWGでもファカルティ・ディベロップメントが実施される。更に、外部講師による講

演会も開催されている。これらの組織によるFDが授業改善につながっている。 

以上により、ファカルティ・ディベロップメントについて、組織として適切な方法で実施されてい

る。 
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観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付

いているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では、教育研究会・学科会議・教科グループ・WGでのファカルティ・ディベロップメントの結

果は、運営会議、教務委員会、専攻科委員会の審議を経て教育改善につなげられる（前掲の資料９－

１－①－４、資料９－１－①－５、資料９－１－①－６）。 

教員研究集会での発表が授業改善につながった例としては、実験により原理を理解する方法を取り

いれた物理の例があり（資料９－２－②－１）、教科グループにおけるFDが授業改善につながった例

としては、微分積分の習熟度別授業の例があり（資料９－２－②－２）、WGにおけるFDが授業改善に

つながった例としては、技術者倫理の開講の例があり（資料９－２－②－３）、学外の研修会におけ

るFDが授業改善につながった例としては、TOEICに関する指導の例がある（資料９－２－②－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では、教育研究会・学科会議・教科グループ・WGでのファカルティ・ディベロップメントの結

果は、運営会議、教務委員会、専攻科委員会の審議を経て教育改善につなげられる。教育研究会・学

科会議・教科グループ・WGなどにおけるFDが授業改善につながっている。 

以上により、ファカルティ・ディベロップメントが、教育の質の向上や授業の改善に結び付いてい

る。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点） 

・ 教員は、教員の質の向上を図るともに、授業の改善に取り組んでいる。 

・ 授業アンケート結果が各教員にフィードバックされ、実際に教員の質の向上および授業改善に

むけた努力をしている。 

・ 教員の質の向上に結びつけるための各教員の努力により、多くの教員が学位を取得するなどの

成果を生んでいる。 

・ 各種のファカルティ・ディベロップメントが実施され、教育の質の向上や授業の改善に結び付

いている。 

 

（改善を要する点） 

 特になし。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

学籍・成績などに関するデータは、学生課において適切に収集・蓄積されている。授業実施記録・

授業改善記録は、ＪＡＢＥＥ専門委員会により電子媒体として適切に収集蓄積されている。 

教育活動の実態を示すデータの評価は、ＪＡＢＥＥ専門委員会、教務委員会、専攻科委員会、運営

会議、入試企画室で連携して行われる。評価の結果は本校の自己点検評価書である参与会報告に記載

されている。 

学生の授業アンケートが実施され、平成１８年度からは自由記述欄を新たに設けた。授業アンケー

トの結果、および、分析結果は本校の自己点検評価書である参与会報告に記載されている。 

学外者の意見は適宜聴取され、本校の自己点検・評価報告書に記載されている。卒業生・修了生に

対するアンケートは、機構の実施するアンケートに追加する形で実施される。 

各教員の自己評価と授業評価アンケート結果は集計した後、教員の質の向上と授業改善に資するた

め、各教員にフィードバックされ、各教員は、授業アンケート結果に基づき、授業改善案を作成し、

授業改善記録として、ウェブ上に保存する。 

また、自己評価の結果を教員の質の向上に結びつけるため、各教員は、外部の研究会、研修会に出

席して自己研鑽をしており、多くの教員が学位を取得するなどの成果を生んでいる。 

本校では、多くの研究活動が教育の質の改善に寄与している。また、各種のファカルティ・ディベ

ロップメントが実施され、教育の質の向上や授業の改善に結び付いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準１０ 

 555

基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況）  

 本校の資産は、2004年4月1日の独立法人化に伴い、政府から独立行政法人国立高等専門学校機構

に出資され、本校が管理している。本校の教育・研究を安定的に遂行するための校地・校舎・設備

等の資産を有している（前掲の資料８－１－①－１から資料８－１－①－10、資料10－１－①－

１）。また、起債は高専機構が一括して行うため本校独自の債務はない（資料10－１－①－２）。

財務諸表、資産の保有状況一覧等は現地閲覧資料とする(現地閲覧資料208)。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の教育・研究を安定的に遂行するための校地・校舎・設備等の資産を有している。また、起

債は高専機構が一括して行うため本校独自の債務はない。 

 以上により、学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有している。また、

債務はない。 
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観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校は、独立法人化に伴い、運営費交付金が国から高専機構を通じて継続的に交付されている。

授業料などの収入は、資料10－１－②－１に示したとおりである。また、外部資金の導入にも努力

している（資料10－１－②－２、資料10－１－②－３）。科研費の採択数を増やすための努力とし

ては、科研費申請書の書き方に関する講習会を実施したり、校長や採択経験者によるアドバイスを

行ったりしている（資料10－１－②－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校は、独立法人化に伴い、運営費交付金が国から高専機構を通じて継続的に交付されている。

また、外部資金の導入にも努力している。 

 以上により、学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための、経常的収入が継続的

に確保されている。 
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観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

 

（観点に係る状況） 

学校の目的を達成するために、教育・研究予算を重視した予算配分方針（現地閲覧資料を参照）に

従って、総務課財務担当で案を作成し、運営会議の議を経て予算配分を決定し（現地閲覧資料を参

照）、その結果は、運営会議資料としてウェブ上で学内関係者に明示されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育・研究予算を重視した予算配分方針に従って、総務課財務担当者が案を作成し、運営会議の議

を経て予算配分を決定し、その結果は、運営会議資料としてウェブ上で学内関係者に明示されている。 

以上により、学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画等が

策定され，関係者に明示されている。 
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観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況）  

 高専機構会計規則第17条18条によって、本校は、高専機構からの収入予算額以上の支出はできな

い構造となっている（資料10－２－②－１）。念のため、本校の損益計算書を示すと、資料10－２

－②－２のようになっており、支出超過となっていない。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

高専機構会計規則第17条18条によって、本校は、高専機構からの収入予算額以上の支出はできな

い構造となっており、損益計算書からみても支出超過となっていない。 

 以上により、収支の状況において、支出超過となっていない。 
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観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況）  

 適正な資源配分を実現するために、教育・研究に対する経常的な予算配分（現地閲覧資料を参

照）の他、重点配分予算を配分している。重点予算配分は、校務執行会議構成員に対するプレゼン

テーションを基に配分を決定する。資料10－２－③－１に平成１８年度予算要求一覧を示す。また

その採択結果は資料10－２－③－２の通りであり、予算執行後には、成果報告書（資料10－２－③

－３、現地閲覧資料23）の提出を義務付けており、適正な配分を保障している。さらに、適正な優

先順位を付けて、教育充実設備費配分の要求を行っている（資料10－２－③－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適正な資源配分を実現するために、教育・研究に対する経常的な予算配分の他、重点配分予算を

配分している。重点予算配分は、プレゼンテーションを基に配分を決定し、予算執行後には成果の

報告が義務付けられている。また、適正な優先順位を付けて、教育充実設備費配分の要求を行って

いる。 

 以上により、学校の目的を達成するため、教育研究活動に対し、適切な資源配分がなされている。 
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観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校は、高専機構として統一された財務会計システムによって財務会計処理を行っている。この

システムによって作成された財務諸表は、高専機構会計規則第44条に従い（資料10－３－①－１）、

高専機構によって公開されている（資料10－３－①－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 高専機構の財務諸表は、高専機構会計規則第44条に従い、ホームページ上で公開されている。以

上により、学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されている。 
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観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

独立行政法人通則法第39条に従い（資料10－３－②－１）、会計監査人による監査を受けることに

なっている。本校においては平成１９年４月現在、まだ会計監査人による監査を受けていないが、平

成１７年に、監査法人による検査を受けており、監査が適正に行われている（資料10－３－②－２）。

また、高専会計規則第45条（資料10－３－②－３）に基づき、内部監査も適正に実施された（資料10

－３－②－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

独立行政法人通則法第39条に従い、会計監査人の監査が行われることになっているが、本校は平成

１９年４月現在、まだ監査を受けていない。しかし、平成１７年に監査法人による検査を受けており、

監査が適性におこなわれている。適正に行われた。また、高専会計規則第45条に基づき、内部監査が

適正に実施された。 

以上により、財務に対して，会計監査等が適正に行われている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 教育・研究を重視した予算配分を行っており、すべての予算が、学内関係者に明示されている。 

・ 重点配分経費により、適正な資源配分を図っている。 

 

（改善を要する点）  

 

（３）基準10の自己評価の概要 

 本校の教育・研究を安定的に遂行するための校地・校舎・設備等の資産を有しており、債務はな

い。 

 本校は、運営費交付金が国から高専機構を通じて継続的に交付されている。また、外部資金の導

入にも努力している。 

 教育・研究予算を重視した予算配分方針に従って、総務課で案を作成し、運営会議の議を経て予

算配分を決定し、その結果は、運営会議資料としてウェブ上で学内関係者に明示されている。 

 適正な資源配分を実現するために、教育・研究に対する経常的な予算配分の他、重点配分予算を

配分している。重点予算配分は、プレゼンテーションを基に配分を決定し、予算執行後には成果の

報告が義務付けられている。また、適正な優先順位を付けて、教育充実設備費配分の要求を行って

いる。 

 高専機構の財務諸表は、ホームページ上で公開されている。また、会計監査人の監査が適正に行

われ、内部監査も適正に実施されている。 
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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

（観点に係る状況）  

 本校では、校長・主事・各種委員会の役割と責任が規則により明確になっている（資料11－１－

①－１）。定められた校長と主事の役割は、学校教育法施行規則第72条に適合するものである。意

思決定プロセスは、資料11－１－①－２に示したとおりであり、各種委員会で企画立案した事項に

ついて、運営会議の審議を経て校務執行会議で決定する形をとっている。しかしながら、必要に応

じて校長が専決し、校長のリーダーシップにより効果的な意思決定が行われる体制である。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では、校長・主事・各種委員会の役割と責任が規則により明確に定められており、その役割

は、学校教育法施行規則第72条に適合するものである。意思決定プロセスは、各種委員会で企画立

案した事項について、運営会議の審議を経て校務執行会議で決定し、校長のリーダーシップにより

意思決定が行われる体制である。 

 以上により、学校の目的を達成するために、校長・各主事・委員会等の役割が明確になっており、

校長のリーダーシップの下で、効果的な意思決定が行える態勢となっている。 
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観点11－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活

動しているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では、規則により、管理運営に関する委員会の役割分担（例として校務執行会議および運営

会議の例を資料11－１－②－１に示す）と事務組織の役割分担（資料11－１－②－２）が定められ

ている。基準１から基準10に示したように、本校は、本校の目的を達成するために効果的に機能し

ている。各種委員会と事務組織が、管理運営体制として効果的に活動していることを示している。

具体的な例は各基準のところで述べたので、ここでは省略する。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では、規則により、管理運営に関する委員会と事務組織の役割分担が定められている。基準

１から基準10に示したように、委員会と事務組織の活動により、本校は目的を達成するために効果

的に運営されている。 

 以上により、管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し、効果的に活動し

ている。 
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観点11－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

 管理運営の諸規定は定められており（前掲の資料11－１－②－１、11－１－②－２）、また、規

則集として整備され（資料11－１－③－１）、教職員が閲覧できる共有フォルダーに掲載されてい

る。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 管理運営の諸規定は適切に定められており、規則集として整備されている。以上により、管理運

営の諸規定が整備されている。 
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観点11－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では、参与会において、外部有識者の意見を伺い、適切な形で管理運営に反映させている

（資料11－２－①－１）。その他、技術懇談会、企業アンケート、保護者会などによって外部有識

者の意見を聴取し、自己点検・評価報告書に記載されているように管理運営に反映されている（資

料11－２－①－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では、参与会において、外部有識者の意見を伺うほか、技術懇談会、企業アンケート、保護

者会などによって外部有識者の意見を聴取し、自己点検・評価報告書に記載されているように管理

運営に反映されている。 

 以上により、外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京工業高等専門学校 基準11 

 613

観点11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対し

て行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では、学校教育法第69条の3に定められた総合的な自己点検・評価を実施し、報告書として

公表している。現在までに公表した報告書は、「明日を拓く指標 H7年4月」「明日を拓く指標第

２号 H12年3月」「東京工業高等専門学校参与会報告書(第1回･第2回)  H15年１月」「東京工業

高等専門学校参与会報告書(第3回) H16年7月」「東京工業高等専門学校参与会報告書(第4回)  

H17年10月」の5冊である（資料11－３－①－１）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では、自己点検・評価報告書として、「明日を拓く指標 H7年4月」「明日を拓く指標第２

号 H12年3月」「東京工業高等専門学校参与会報告書(第1回･第2回)  H15年１月」「東京工業高

等専門学校参与会報告書(第3回)  H16年7月」「東京工業高等専門学校参与会報告書(第4回)  

H17年10月」の5冊を発行し公表している。 

 以上により、自己点検・評価が高等専門学校の活動の総合的な状況に対して行われ、かつ、それ

らの評価結果が公表されている。 
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観点11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では、評価結果は報告書としてまとめられ公表されると共に（前掲の資料11－３－①－１）、

教育研究会で報告されることによりフィードバックされる。その結果は、議題に応じて各種の委員

会で審議され、改善のための企画立案がなされるシステムになっている（前掲の資料11－１－①－

２）。このシステムが機能した例として、「中学校卒業段階で専門学科を選ぶのは無理がある。」

という参与会における中学校校長の提言・中学校訪問時の中学校教諭の意見を教育委員会にフィー

ドバックし（資料11－３－②－１）、基礎教育委員会で「くくり相当入試の制度」を企画立案した

例が挙げられる（資料11－３－②－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では、評価結果は報告書としてまとめられ公表されることにより、また、教育研究会で報告

されることによりフィードバックされる。その結果は、議題に応じて各種の委員会で審議され、改

善のための企画立案がなされるシステムになっている。このシステムが機能した例として、基礎教

育委員会で「くくり相当入試の制度」を企画立案した例が挙げられる。 

 以上により、評価結果がフィードバックされ、高等専門学校の目的の達成のための改善に結び付

けられるようなシステムが整備され、有効に運営されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・長年にわたり自己点検・評価書(名称は、「明日を拓く指標」「参与会報告」など)が発行されて

おり、外部有識者の提言や授業アンケートの分析が記載されている。 

 

（改善を要する点）  

 

（３）基準11の自己評価の概要 

 本校では、校長・主事・各種委員会の役割と責任が規則により明確に定められており、その役割

は、学校教育法施行規則第72条に適合するものである。意思決定プロセスは、各種委員会で企画立

案した事項について、運営会議の審議を経て校務執行会議で決定し、校長のリーダーシップにより

意思決定が行われる体制である。 

 以上により、学校の目的を達成するために、校長・各主事・委員会等の役割が明確になっており、

校長のリーダーシップの下で、効果的な意思決定が行える態勢となっている。 

 本校では、規則により、管理運営に関する委員会と事務組織の役割分担が定められている。基準

１から基準10に示したように、委員会と事務組織の活動により、本校は目的を達成するために効果

的に運営されている。 

 以上により、管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し、効果的に活動し

ている。 

  管理運営の諸規定は適切に定められており、規則集として整備されている。以上により、管理運

営の諸規定が整備されている。 

 本校では、自己点検・評価報告書として、「明日を拓く指標 H7年4月」「明日を拓く指標第２

号 H12年3月」「東京工業高等専門学校参与会報告書(第1回･第2回)  H15年１月」「東京工業高

等専門学校参与会報告書(第3回)  H16年7月」「東京工業高等専門学校参与会報告書(第4回)  

H17年10月」の5冊を発行し公表している。 

 以上により、自己点検・評価が高等専門学校の活動の総合的な状況に対して行われ、かつ、それ

らの評価結果が公表されている。 

 本校では、評価結果は報告書としてまとめられ公表されることにより、また、教育研究会で報告

されることによりフィードバックされる。その結果は、議題に応じて各種の委員会で審議され、改

善のための企画立案がなされるシステムになっている。このシステムが機能した例として、基礎教

育委員会で「くくり相当入試の制度」を企画立案した例が挙げられる。 

 以上により、評価結果がフィードバックされ、高等専門学校の目的の達成のための改善に結び付

けられるようなシステムが整備され、有効に運営されている。 
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